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第 章    計画策定の概要 

 

 

１ 計画策定の背景と目的 

平成26年１月に、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的として、

「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行され、同年８月に、子ども

の貧困対策についての基本的な方針等を定めた「子供の貧困対策に関する大

綱」が策定されました。 

松戸市においては、様々な環境に置かれている子どもたちが等しく健やか

に成長できるよう、平成30年3月に「松戸市子どもの未来応援プラン（松戸

市子どもの貧困対策計画）」（以下、「第１期計画」とする。）を策定し、全庁

横断的に子どもの貧困対策を推進してきました。 

令和元年６月には、「子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正す

る法律」（令和元年法律第41号）が施行され、同年11月に新たな「子供の貧

困対策に関する大綱」が閣議決定されました。改正後の法律では、子どもの

「将来」のみならず、「現在」の生活等に向けても子どもの貧困対策を総合的

に推進すること、基本理念として子どもの最善の利益が優先考慮されること、

貧困の背景に様々な社会的要因があることなどが明記されました。また、都

道府県のみならず、市町村も子どもの貧困対策についての計画を定めるよう

努める旨が規定され、地方公共団体による取組の充実がより一層求められて

います。 

 

令和2年に入ってからは、新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大し、日

本においても新型インフルエンザ等対策特別措置法による緊急事態宣言を発

令するなど、これまでの生活が大きく変化しました。働き方の変更や収入減

少などの影響があった子育て家庭も多く、今後も厳しい状況が続くことが懸

念されます。 

 

これらの状況を勘案し、全ての子どもが、家庭の環境や経済的な状況によ

らず、等しく健やかに成長し、夢や希望をもって将来を歩んでいけるよう、

第１期計画における取組を継承しつつ「第２期松戸市子どもの未来応援プラ

ン（松戸市子どもの貧困対策計画）」を策定するものです。 
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■ 子どもの貧困率 

厚生労働省が発表している平成３０年の日本の相対的貧困率は、全体で

15.7％（旧基準は15.4％）、子どもで14.0％（旧基準は13.5％）となって

います。特に、「子どもがいる現役世帯」のうち大人が１人の世帯（ひとり親

世帯）の相対的貧困率は48.3％（旧基準は48.1％）と、大人が2人以上いる

世帯に比べて非常に高い水準にあるなど、その状況は依然として高いものと

なっています。 
 

貧困率の状況 

年 
平成 

12

年 

平成 

15

年 

平成 

18

年 

平成 

22

年 

平成 

24

年 

平成 

27

年 

平成 

30

年 

子どもの貧困率 14.4 13.7 14.2 15.7 16.3 13.9 14.0 

相対的貧困率 15.3 14.9 15.7 16.0 16.1 15.7 15.7 

 子どもがいる現役世帯 13.0 12.5 12.2 14.6 15.1 12.9 13.1 

 大人が１人 58.2 58.7 54.3 50.8 54.6 50.8 48.3 

 大人が２人以上 11.5 10.5 10.2 12.7 12.4 10.7 11.2 

資料：厚生労働省「2019年国民生活基礎調査の概況」 
 

（注１）大人とは18歳以上の者、子どもとは17歳以下の者をいい、現役世帯とは世帯主が18歳以上65

歳未満の世帯をいう。 

（注２）平成30年の「新基準」は、OECD の所得定義の新基準（可処分所得の算出に用いる拠出金の中

に、新たに自動車税等及び企業年金を追加）に基づき算出 

（注３）「子どもの貧困率」は、全国の世帯及び世帯員を対象に無作為抽出により調査、算出されてお

り、都道府県別、市区町村別の数値は算出されていません。 
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２ 計画の対象 

第１期計画と同様、現在貧困状態にある子どもと将来貧困状態に陥る可能

性がある子どもとし、その保護者も計画の対象に含めます。なお、子どもは、

おおむね18歳未満の子どもを対象としますが、誰もが経済的に困難を抱える

可能性があるという考えのもと、対象者は広く捉えます。 

 

３ 計画期間 

令和４年度から令和６年度まで（３年間） 

 

４ 計画の位置づけ 

本計画は、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」第9条第2項の規定に

基づく市町村計画とします。 

また、本計画は、「松戸市総合計画」・「第２期松戸市子ども総合計画」を上

位計画に位置付けます。 

 

〇第２期松戸市子どもの未来応援プランと他計画との関係 

   

第
２
期
松
戸
市
子
ど
も
の
未
来
応
援
プ
ラ
ン 

（
令
和
４
～
６
年
度
） 
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第 章    松戸市の子育て世帯を取り巻く環境 

 

 

１ 国の法律や制度の改正等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇生活困窮者自立支援法の改正 

生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談

支援事業の実施及び住居確保給付金の支給等の支援を目的として、生活困窮者自

立支援法が平成27 年４月に施行されました。平成３０年の改正では基本理念が

新設され、「生活困窮者の尊厳の保持」を図りつつ、困窮の背景にある「地域社会

からの孤立」も含めた個々の状況に応じた支援を包括的かつ早期に行うことや、困

窮者支援を通じた地域づくりの視点が明確化されました。また、子どもの学習支援

については、学習支援のみならず、生活習慣・育成環境の改善に関する助言等も追

加され、子どもの学習支援・生活支援事業として強化されました。 

 

 

法律 閣議決定等 制度

2014（平成26年）1月 子どもの貧困対策の推進に
関する法律

2014（平成26年）8月 子供の貧困対策に関する
大綱

2015（平成27年）4月 生活困窮者自立支援法

2015（平成27年）12月
すくすくサポート・プロジェク
ト（子どもの貧困対策会議
決定）

2016（平成28年）8月 児童扶養手当法改正 2016（平成28年）8月 児童扶養手当の第２子、第３
子以降の加算額増額

2018（平成30年）8月 児童扶養手当全部支給の方
の所得制限限度額引き上げ

2018（平成30年）10月 生活困窮者自立支援法改正 2018（平成30年）10月
生活保護世帯の子どもの大
学等への進学準備給付金創
設

2019（令和元年）10月 子ども・子育て支援法改正 2019（令和1年）10月 幼児教育・保育の無償化

大学等における修学の支援
に関する法律

2019（令和1年）11月 児童扶養手当の支給回数を
年3回から6回に変更

2020（令和2年）4月 高等教育等の無償化

2019（令和元年）6月 子どもの貧困対策の推進に
関する法律改正

2019（令和元年）11月 子供の貧困対策に関する
大綱改定

※法律は施行年月を記載
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〇幼児教育・保育の無償化 

子ども・子育て支援法の改正により、2019年10月より幼稚園、保育所、認定

こども園、就学前障害児の発達支援等を利用する３歳から５歳までの子どもの利

用料が無償化となるとともに、住民税非課税世帯については、０歳から２歳までの

子どもの利用料も無償化の対象となりました。 
 

〇高等教育等の無償化 

大学等における修学の支援に関する法律の成立により、住民税非課税世帯及び

それに準ずる世帯の学生を対象として、大学・短期大学・高等専門学校（４・５年

次及び認定専攻科）・専門学校の、授業料等の減免と給付型奨学金による高等教育

の修学支援新制度が2020年4月から実施されました。 

 

〇子どもの貧困対策の推進に関する法律の改正 

令和元年６月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」

（令和元年法律第 41 号。以下「改正法」という。）が公布され、同年９月に施行

されました。 

【改正法の主なポイント】 

・ 子どもの将来だけでなく「現在」に向けた対策であること 

・ 子どもの年齢等に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先考

慮され、健やかに育成されること 

・ 各施策を子どもの状況に応じ包括的かつ早期に講ずること 

・ 貧困の背景にある様々な社会的要因があることを踏まえること 

【改正法（一部抜粋）】 

（目的） 

第一条 この法律は、子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、全ての子ど 

もが心身ともに健やかに育成され、及びその教育の機会均等が保障され、子ども一人ひとりが夢や希望を持つことが 

できるようにするため、子どもの貧困の解消に向けて、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、子どもの貧困対 

策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、 

子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 子どもの貧困対策は、社会のあらゆる分野において、子どもの年齢及び発達の過程に応じて、その意見が尊重 

され、その最善の利益が優先して考慮され、子どもが心身ともに健やかに育成されることを旨として、推進されなけ 

ればならない。 

２ 子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の安定に資するための支援、職業生活の安定と向上に資 

するための就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右される 

ことのない社会を実現することを旨として、子ども等の生活及び取り巻く環境の状況に応じて包括的かつ早期に講ず 

ることにより、推進されなければならない。 

３ 子どもの貧困対策は、子どもの貧困の背景に様々な社会的要因があることを踏まえ、推進されなければならない。  
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 ２ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の視点を踏まえた計画の推進 

SDGs（SustainableDevelopmentGoals）とは、2015年（平成27年）

９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェン

ダ」にて掲げられた、2016年（平成28年）から2030年（令和12年）まで

の国際目標です。17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰

一人取り残さない（leave no one behind）」を基本理念に、経済・社会・環

境の諸課題を総合的に解決し、持続可能な成果を実現するため、17の目標と

169のターゲットが掲げられています。 

「誰一人として取り残さない」という考えは、松戸市の未来を担う子ども・

青少年一人ひとりの健やかな育ちを願う、「松戸市子どもの未来応援プラン」

の目指すべき姿にも当てはまるものです。 

本計画を推進するにあたっては、SDGsを意識して取り組み、地域や企業、

関係団体など、社会におけるさまざまな担い手と連携しながら、「すべての子

どもの権利が尊重され、心豊かに育つ」まちづくりを目指します。 
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３ 松戸市の子どもと子育て家庭を取り巻く状況 

 

（１）人口の推移  

■総人口と年少人口の推移 

本市の総人口は増加していますが、０～14歳の年少人口は年々減少してお

り、総人口に占める割合も低下傾向が続いています。 

人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：松戸市住民基本台帳（各年３月 31 日現在） 

■18歳未満児童数の推移 

18歳未満児童数も減少傾向です。０～５歳、６～11歳、12～14歳、15

～17歳の全ての年代において減少しています。 

 

年齢別児童数（18歳未満）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

資料：松戸市住民基本台帳（各年３月 31 日現在） 

  

490,773 492,787 494,733 496,961 498,994

12.2 12.1 11.9 11.7 11.6

0.0

5.0

10.0

15.0

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

(％)(人)

23,324 23,093 22,933 22,768 22,599 

23,787 23,614 23,651 23,512 23,409 

12,839 12,697 12,219 12,106 11,946 

13,442 13,318 13,238 12,866 12,712

73,392 72,722 72,041 71,252 70,666

0

20,000

40,000

60,000

80,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

（人）

総人口 0～14歳の割合

0～５歳 ６～11歳 12～14歳 15～17歳
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（２）ひとり親世帯の状況  

■母子世帯・父子世帯数の推移 

ひとり親世帯数の推移をみると、母子世帯・父子世帯（注４）ともに平成

22年以降、増加傾向です。 

 

母子世帯・父子世帯の世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「国勢調査」(各年 10 月 1 日現在） 

 

 

 

■児童扶養手当の受給状況 

児童扶養手当の受給世帯は減少しています。また、児童扶養手当受給率（注

５）も減少しています。 

児童扶養手当の受給状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：総務課、子育て支援課児童給付担当室資料 

千葉県ホームページ「人口動態統計の概況」から抜粋（各年 12 月 31 日現在） 

  
（注５）児童扶養手当受給率：（計算式） 

「児童扶養手当受給者」÷「松戸市全体の世帯数（松戸市統計書）」×100 

（注４）母子世帯・父子世帯：核家族世帯のうち未婚、死別又は離別の女親または男親とそ

の未婚の 20歳未満の子どもから成る一般世帯 

2,381

2,133

2,452

294 297 359

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成17年 平成22年 平成27年

(人)

母子世帯数 父子世帯数

児童扶養手当 受給者数 児童扶養手当 受給率

2,840 2,753 2,660
2,526 2,484

1.23 1.18 1.12 1.05 1.02

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

(％)(人)
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■児童扶養手当受給者の総所得内訳 

 

令和２年度末 児童扶養手当受給者の総所得内訳（ｎ＝2,484） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料：子育て支援課児童給付担当室資料（令和２年度 12 月 31 日現在） 

 

 

■ひとり親相談件数の推移 

母子・父子自立支援員（注６）が応じるひとり親相談件数は、増加傾向に

あります。 

 

母子・父子相談件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援課資料 

  
（注６）母子・父子自立支援員：母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、生活面、経済面

など諸問題の解決を助け、その自立に必要な指導にあたる専門職 
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4,925
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0
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4,000

5,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
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所得０円以上100万円未満 所得100万円以上200万円未満

所得200万円以上300万円未満 所得300万円以上400万円未満

所得400万円以上500万円未満

所得０円以上100万円未満, 

50.1％

所得100万円以上200万円

未満, 35.4％

所得200万円以上300万円

未満, 13.9％

所得300万円以上400万円

未満, 0.4％

所得400万円以上500万円

未満, 0.2％

0 20 40 60 80 100 （％）
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■高等職業訓練促進給付金支給件数の推移 

ひとり親家庭の就労支援のため支給する高等職業訓練促進給付金支給件数

は、令和元年度で9件となっています。 

 

高等職業訓練促進給付金支給件数の推移 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

件 数 5 件 8 件 7 件 7 件 9 件 

資料：子育て支援課資料 

 

 

 

 

（３）生活保護の受給状況 

■18歳未満の生活保護受給率 

生活保護の受給率は減少傾向にあり、令和２年度では松戸市で1.37％とな

っています。千葉県では令和元年度で0.50％となっており、県と比較すると

受給率は高い水準となっています。 

18 歳未満の生活保護の受給率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：総務課、生活支援一課資料、厚生労働省「被保護調査」より作成 

松戸市：各年７月 31 日現在 

 

 

  

松戸市 千葉県

0.53 0.52 0.51 0.50 

1.65 1.61 1.53 
1.43 1.37 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

(％)
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（注７）就学援助：経済的な理由により就学が困難な子どもの保護者に対し、援助を行い、 

子どもたちが等しく義務教育を受けることができるようにするための制度。 

 

（４）就学援助（準要保護）の認定状況 

■就学援助率の推移 

就学援助（注７）の認定状況をみると、令和元年度では松戸市で12.1％と

なっています。全国では令和元年度で14.5％となっており、ともに減少傾向

にあります。 

 

就学援助率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：学務課資料 

 

 

 

（５）生活困窮者自立支援制度による就労支援者数の状況  

■生活困窮者自立支援制度による就労支援者数の推移 

 生活困窮者自立支援制度に基づく就労支援者数（注８）は、平成29年度

までは減少していましたが、その後増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：生活支援一課資料 

  

15.2 15.0 14.9 14.7 14.5 

8.7 8.7 9.0 8.8 8.7 

13.7 13.4 13.2 12.7 12.1 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

(％)

（注８）就労支援者数：松戸市自立相談支援センターで就労支援プランを作成し、就労支

援を行った実人数 

100
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53

100

161

0

50

100

150

200

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

(人)

松戸市 千葉県 全国
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（６）児童虐待の状況  

■家庭児童相談件数の推移 

平成29年4月に、「子ども家庭総合支援拠点」を設置し、専門職を配置し相

談にあたっています。特に児童虐待対応件数は、年々増加しています。 

 
単位：件 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

家庭児童相談件数 1,045 1,311 1,371 1,667 

うち児童虐待対応件数 621 828 970 1,317 

内
容
別 

心理的虐待 266 355 397 508 

身体的虐待 151 248 301 418 

ネグレクト 196 210 247 373 

性的虐待 8 15 25 18 

資料：子ども家庭相談課資料 

 

■虐待の通報件数の推移 

 

虐待の通報件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：子ども家庭相談課資料 
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（７）スクールソーシャルワーカーの相談延べ回数の状況  

■スクールソーシャルワーカーの項目別相談延べ回数の推移 

松戸市では平成29年度から独自にスクールソーシャルワーカーを配置し、

順次増員してきたことから、相談延べ回数は増加しています。 

 

単位：件 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

相談延べ回数 1,330 3,490 5,749 

資料：教育研究所資料 

 

 

 

 

（８）不登校の状況  

■長欠児童・生徒数の推移 

松戸市の不登校生徒数は小学校、中学校ともに増加傾向にあります。 

平成27年と比較すると、令和２年では小学校で約２倍増加の178人、中学

校で約1.3倍増加の457人となっています。 

長欠児童・生徒数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：教育研究所資料 

  

87 

337 

97 

312 

116 

370 

165 

437 

148 

443 

178 

457 
162 

164 

157 

196 

142 

177 

187 

193 

158 

157 

87 

118 

0

100

200

300

400

500

600

700

小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校
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（９）進学の状況 

■中学卒業後の進路（高校進学率） 

松戸市の生活保護世帯の高校進学率は、平成30年まで減少傾向でしたが、

令和元年には92.10％と増加しています。 

 

高校進学率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

資料：生活支援一課資料、「松戸の教育」（各年３月卒業現在） 

 

 

■中学卒業後の就職率 

松戸市の生活保護世帯の中学卒業後の就職率は、平成29年まで０％と横ば

いに推移していましたが、平成30年には2.2％、令和元年には1.3％と増加

傾向にあります。 

 

中学卒業後の就職率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：生活支援一課資料、「松戸の教育」  
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■高校中退率の推移 

松戸市の生活保護世帯の高校中退率は、平成28年以降減少傾向で、令和元

年では4.20％となっています。 

高校中退率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：千葉県教育庁教育振興部指導課 

「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」 

生活支援一課資料（各年３月卒業現在） 

 

  

1.27 1.29 1.31 
0.96 

6.10 

3.80 
4.30 4.20 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

(％)

松戸市
（生活保護）

千葉県（全体）



資料４ 

16 

 

■高校卒業後の進路（大学進学率） 

松戸市の生活保護世帯の大学等進学率は、令和元年で41.70％と増加傾向

にあります。 

また、松戸市全体の大学等進学率と比べると低い数値となっています。 

 

大学等進学率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：生活支援一課資料（各年３月卒業現在） 

文部科学省「学校基本調査 市町村別集計 卒業後の状況調査 

（高等学校 全日制・定時制）」 

 

■高校卒業後の就職率 

松戸市の生活保護世帯の高校卒業後の就職率は、令和元年で36.70％と減

少傾向にあります。 

高校卒業後の就職率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：生活支援一課資料（各年３月卒業現在） 

文部科学省「学校基本調査 市町村別集計 卒業後の状況調査 

（高等学校 全日制・定時制）」  
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（10）むし歯の状況 

■歯科健診の結果 

①小学校 

松戸市の小学生のむし歯保有率は令和元年で40.6％となっており、全国よ

り低い傾向にあります。 

歯科健診の結果 小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：保健体育課資料 

 

②中学校 

松戸市の中学生のむし歯保有率は令和元年で34.2％となっており、全国と

ほぼ同じ傾向にあります。 

歯科健診の結果 中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：保健体育課資料 
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（11）朝食の摂取状況  

■朝食の摂取状況の推移 

①小学校 

松戸市の小学生の朝食を「毎日食べる」の割合は、令和元年で89.2％と横

ばいに推移しています。また、「毎日食べない」の割合は、令和元年で1.4％

と増加しています。 

朝食の摂取状況 小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料：保健体育課資料 

②中学校 

松戸市の中学校の朝食を「毎日食べる」の割合は、令和元年で83.2％と減

少傾向にあります。また、「毎日食べない」の割合は、令和元年で2.8％と増

加しています。 

朝食の摂取状況 中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：保健体育課資料  
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（12）新型コロナウイルス感染症の影響   

（総合的な影響の文章を入れる予定） 

■新型コロナウイルス感染症流行下における就業者の動向 

2020年初頭から新型コロナウイルスの感染が日本においても広がり、3

月にはWHO（世界保健機関）がパンデミック（世界的流行）相当との認識を

示しました。 

コロナ・ショックとも呼ばれる社会的・経済的影響は、現在も継続してお

り、特に雇用状況の悪化が深刻なものとなっています。 

2021年（令和３年）１月分の労働力調査によると、就業者数は前年同月

に比べ、50万人の減少となっており、完全失業者数も197万人で、前年同月

に比べ38万人増加しています。雇用形態別雇用者数で見ると、非正規の職員・

従業者数が、前年同月に比べ91万人の減少となっており、そのうち女性は68

万人です。 

ひとり親家庭、特に母子家庭の母親の多くは、非正規労働者であることか

ら、今後も経過を注視してくとともに、さらなる支援の充実が求められます。 

 

完全失業者数の対前年同月増減と完全失業率（季節調整値）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用形態別雇用者数 

2021年 1月 

男女計 男 女 

実数 
対前年度

同月増減 
割合 実数 割合 実数 割合 

役員を除く雇用者 5610 -55 - 2990 -40 - 2620 -16 - 

正規の職員・従業員 3552 36 63.3 2339 -17 78.2 1214 53 46.3 

 2058 -91 36.7 652 -22 21.8 1407 -68 53.7 

資料：総務省統計局「労働力調査（基本集計）各年１月」  

単位：（万人，％） 
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■新型コロナウイルス感染症の影響下における子どもの学習時間 

「やや増加（６％～20％増加）」の割合が21.2％と最も高くなっています。 

学習時間が減少した子どもの割合が43.7％、増加した子どもの割合が

36.5％となっています。 

 
 

感染症拡大後の学習時間の変化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：内閣府「新型コロナウイルス感染症の影響下における 

生活意識・行動の変化に関する調査」 
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（13）ひとり親家庭等医療費の受給状況  

ひとり親家庭等医療費の受給状況をみると、増減しながらも横ばいで推移

しており、令和元年度で16,458件となっています。 

 

ひとり親家庭等医療費の受給状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援課資料 
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４ 松戸市子育て世帯生活実態調査の概要 

■調査の概要 

①調査対象  松戸市立小学校 5 年生の全児童（3,929 人）及び保護者 

       松戸市立中学校 2 年生の全生徒（3,740 人）及び保護者 

②調査機関  平成 29 年 9 月 1 日～平成 29 年 9 月 15 日 

③有効回答数  

 

（１）生活困難層の定義  

本調査では、子どもの「生活困難」を３つの要素（①低所得、②家計の状

況、③経済的理由による子どもの体験・所有物の不足）に基づいて分類しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

３つの要素のうち、２つ以上の要素に

該当した場合を「困窮層」、いずれか１

つの要素に該当した場合を「周辺層」

とし、「困窮層」と「周辺層」を合わせ

て「生活困難層」と定義しています。 

② 家計の状況 

経済的な理由で、公共料金

や家賃を支払えなかった経

験、食料・衣服を買えなか

った経験などの７項目のう

ち、１つ以上が該当 

 

１ 電話料金 

２ 電気料金 

３ ガス料金 

４ 水道料金 

５ 家賃 

６ 家族が必要とする食料

が買えなかった 

７ 家族が必要とする衣類

が買えなかった 

③ 経済的理由による子どもの体験・所

有物の不足 

子どもの体験や所有物などに関する 15

項目のうち、経済的な理由で、欠如して

いる項目が３つ以上該当 

 

１ 海水浴に行く 

２ 博物館・科学館・美術館などに行く 

３ キャンプやバーベキューに行く 

４ スポーツ観戦や劇場に行く 

５ 遊園地やテーマパークに行く 

６ 毎年おこづかいを渡す 

７ 毎年新しい洋服・靴を買う 

８ 習い事（音楽、スポーツ、習字等）に

通わせる 

９ 学習塾に通わせる（又は家庭教師に

来てもらう） 

10 お誕生日のお祝いをする 

11 １年に１回くらい家族旅行に行く 

12 クリスマスのプレゼントや正月の

お年玉をあげる 

13 子どもの年齢に合った本 

14 子ども用のスポーツ用品・おもちゃ 

15 子どもが自宅で宿題（勉強）をする

ことができる場所 

生活困難層 困窮層＋周辺層 

 困窮層 ２つ以上の要素に該当 

周辺層 いずれか１つの要素に該当 

一般層 いずれかの要素にも該当しない 

 

① 低所得 

等価世帯所得が厚生労働省「平成 28 年国民生活基礎調査」から算出

される基準未満の世帯 

＜低所得基準＞ 

世帯所得の中央値 428 万円÷√平均世帯人数（2.47 人）×50％ 

＝136.2 万円 

２人世帯の場合＝192.6 万円 

４人世帯の場合＝272.3 万円 
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（２）松戸市子育て世帯生活実態調査結果  

■松戸市の生活困難層の割合について 

本市の困窮層は、小学５年生で7.3％、中学２年生で8.9％となっています。

また周辺層を合わせた生活困難層の割合は、小学５年生で23.5％、中学２年

生で25.1％となり、約４人に１人の状況となっています。 

 

松戸市の生活困難層の割合 
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■世帯別の生活困難層の割合について 

ひとり親（二世代）世帯に限ると、困窮層は、小学５年生で20.1％、中学

２年生で27.4％となり、周辺層を合わせた生活困難層の割合は、小学５年生

で48.7％、中学２年生で53.9％となっています。 

 

松戸市の生活困難層（小学５年生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：「松戸市子育て世帯生活実態調査」（平成 30年３月） 

 

松戸市の生活困難層（中学２年生） 
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■保護者の健康状態について 

母親の健康状態を生活困難度別にみると、困窮層や周辺層で母親の健康状

態が悪い傾向がみられ、小学５年生の困窮層の22.5％、中学２年生の困窮層

の18.9％の母親が「あまりよくない」、「よくない」と回答しています。 

 

母親の健康状態（小学５年生、中学２年生）：生活困難度別 
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父親の健康状態（小学５年生、中学２年生）：生活困難度別 
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■子どもと一緒にすることについて 

保護者と子どもが一緒にすることについて、「勉強をみる」、「体を動かして

遊ぶ」、「ニュースの話をする」、「テレビ番組（ニュースを除く）の話をする」

などにおいて、困窮層では「めったにない」と回答した割合が高くなってい

ます。 

 

子どもと一緒にすること別頻度（小学５年生） 
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子どもと一緒に外出をすること（「めったにない」の回答割合）（小学５年生）：生活困難度別 
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■子どもの将来についての会話について 

保護者と子どもの将来についての会話では、困窮層では「あまりしない」

と回答した割合が高くなっています。 

 

子どもの将来についての会話（小学５年生、中学２年生）：生活困難度別 
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■子どもの自己肯定感について 

「自分は価値のある人間だと思う」という設問については、小学５年生、

中学２年生いずれも、「とても思う」「思う」と回答している割合は50％を超

えているものの、約10％が「思わない」と回答しています。また、「自分の将

来が楽しみだ」という設問に対しては、小学５年生の6.9％、中学２年生の

11.3％が「思わない」と回答しています。 

 

自己肯定感（小学５年生） 
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「自分の将来が楽しみだ」という設問に対して、生活困難度別にみると「あ

まり思わない」、「思わない」と回答した割合は、小学校５年生の困窮層では

28.9％、中学校２年生の困窮層では46.7％と高くなっています。 

 

自分の将来が楽しみだ（小学５年生、中学２年生） 
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５ 支援団体ヒアリング調査 

ヒアリング調査は、困難を抱える子どもや家庭の現状と課題を支援者の視

点から捉えることで、困難に陥ってしまう背景や今後求められる方策等を把

握することを目的に実施しました。 
 

調査対象 

ＮＰＯ法人 ＭａｍａＣａｎ 

小金ほのぼの食堂の会 

ＮＰＯ法人 教育支援三アイの会 

認定ＮＰＯ法人 外国人の子どものための勉強会 

こがねはら子ども食堂・まつど子ども食堂の会 

ＮＰＯ法人 子どもの環境を守る会Ｊワールド 

まつど地域若者サポートステーション 

（ＮＰＯ法人 キャリアデザイン研究所） 

計７団体 

調査方法 
ヒアリングシートの内容に基づき、各団体と個別に、オンライン

によるインタビューを行いました。 

調査期間 
ヒアリングシート配付・回収：令和２年９月４日～９月18日 

インタビュー：令和２年９月17日～９月23日（１団体40分程度） 

 

困難を抱える家庭の子どもの状況について 

主な意見 

・生活リズムが不規則。基本的生活習慣が身に付いていない 

・将来的に大人になったときに、生活の仕方がわからず、貧困の

連鎖となりかねない 

・大人との関わりが希薄 

・父親、母親、社会人などのロールモデルが欠如している 

・体験や社会的な経験が少ない 

・継続する力の不足、人間関係の狭さ、家庭内での知的資源の不

足、経験の不足 

・学校以外での教育機会がなく、学力が低い 

・勉強で分からないところがあっても聞く相手がおらず分からな

いままにしてしまう 

・学習の環境が整備されていない（部屋、文具、学用品の不足） 

・自分に自信が持てず、自己肯定感が低い 

・自分の家庭の問題は外では話さない子が多い 
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考察 

・家庭環境や経済状況により、生活が不規則になり、子どもの学

習環境や学習機会、多様な経験の機会が奪われている傾向があり

ます。そのことが、子どもの自己肯定感に影響していることが考

えられます。 

施策に求めら

れる視点 

・すべての子どもの健やかな成長の支援 

・経済的状況によらない学習環境や進学のための支援 

・経済的状況にかかわらず、多様な体験や交流ができる機会の充

実 

・不安や悩みを相談できる場所や安心して過ごせる居場所の整備 

・子ども一人ひとりの個性や状況に寄りそった支援 など 

 

困難を抱える家庭の保護者の状況について 

主な意見 

・子どもに十分関わる時間が少ない 

・非正規雇用が多く低賃金かつ不安定。この傾向はコロナ禍によ

り深刻化している 

・相談に乗ってくれる人も少なく孤立 

・親自身が身体的、精神的な障害や病気を抱えている場合がある 

・放任主義か、過干渉か、どちらかに極端になる傾向がある 

・様々な支援の方法を提示しても、自身で手続を進めていくこと

が困難 

・行政等が発信した情報が行き届いていない、また認知しようと

しない 

考察 

・保護者の雇用形態として、特にひとり親世帯においては非正規

雇用が多く、この傾向はコロナ禍によって、深刻化している状況

が見られます。また、親自身が身体的、精神的な障害や病気を抱

えている場合もあり、多様な支援が求められています。支援につ

ながらない、行政情報が届いていないという意見からも、行政の

中での気づきやアプローチに加え、最も身近な地域での気づきや

支え合いを充実させていく必要があります。 

施策に求めら

れる視点 

・妊娠・出産から子育て期までの切れ目のない支援 

・多様な課題に対応する包括的な支援 

・ひとり親家庭に対する支援 

・経済的自立に向けた支援 

・効果的な情報発信、情報集約 など 
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◆ その他の意見について 

意見 

・サポートを受け入れる姿勢がない 

・ひきこもって表に出てこない場合に、つながるきっかけがない 

・関係機関との連携（情報交換・人的援助など）。専門機関につな

ぐとその後の情報は下りてこず、一緒にサポートしていけない

ことがある 

・つなぐことまではできるが、ステップアップのような、皆で支

援のあり方を考えていくというのは難しい 

・コロナ禍で市民が出来る支援は限界がある 

・１つの家庭でいくつもの問題を抱えていることが多い 

・困難を抱える家庭は、様々な問題を抱えている場合が多く、支

援者側の連携や協力が必要となっています。また、コロナ禍に

おいては、感染防止対策も求められるため、オンラインなどの

新しい形でのつながりが求められています。 

 

 

  



資料４ 

33 

 

 

６ 第１期計画の進捗状況と成果 

（１）基本施策ごとの進捗状況と成果 

■基本施策１ 社会全体で応援 

 

 

 

 
 

＜主な取組実績＞ 

○こどもの夢支援事業（子ども夢フォーラム） 

○中高生支援業務（ゲットユアドリーム） 

小中学生のスポーツや文化活動の紹介と表彰、発表の場である「子ども夢

フォーラム」を通じ、すべての子どもたちが夢を持ち実現を目指せるよう支

援しました。また、中学生に、様々な職業や経歴の大人と交流することによ

り将来の夢を考える機会を提供するゲットユアドリーム事業では、実施する

中学校の拡大に取り組みました。 

 

事業名 取組 
平成 29年度 

末時点 

実績 

（令和 2年度末） 
担当課（室） 

拡こどもの夢支援事業 

（子ども夢フォーラム） 
表彰者数 464人 

平成 30年度 464人 

子ども 

わかもの課 
令和元年度 408人 

令和 2年度 191人 

拡中高生支援事業 

（ゲットユアドリーム） 
連携中学校数 2校 

平成 30年度 2校 

子ども 

わかもの課 令和元年度 2校 

令和 2年度 4校 

 

○子どもの未来応援事業（講演会の開催） 

○子どもの未来応援事業（活動内容の周知） 

「子どもの未来応援講演会」や子どもの貧困対策に関するパートナー講座

を開催し、地域における理解と支援を広げるための機会を設けました。 

また、地域の市民活動団体が主催する子ども食堂について、様々な媒体に

貧困等の問題を抱えた子どもやその家庭に気づくことができる市民を増やし、

行政と市民が協働して「子どもたちがこぼれにくい地域づくり」を進めるため

に、子どもたちの現状を知り、一人ひとりが関わり方を考えることができるよう

な周知活動を行いました。 

また、親や先生以外の地域の大人と子どもたちが触れ合う機会を設ける、子ど

もたちの活動の成果を広く発表する等により、子どもたち自身の将来の夢を育

み、それを周囲の大人が応援するための機会を提供しました。 



資料４ 

34 

よる情報発信、情報提供等の支援を行ってきました。コロナ禍においては、

子ども食堂に対し緊急応援金を交付し、その活動をサポートしました。 

 

事業名 取組 
平成 29年度 

末時点 

実績 

（令和 2年度末） 
担当課（室） 

新子どもの未来 

応援事業 

市民活動内容 

（子ども食堂）の 

ホームページ 

掲載数 

－ 17件 
子どもの未来 

応援担当室 

子どもの未来 

応援講演会 

開催数 

－ 

平成 30年度 3回 

子どもの未来 

応援担当室 
令和元年度 2回 

令和 2年度 1回 

 

○青少年自立支援事業（中高生支援業務・放課後過ごし方ガイドの作成） 

小学生が安全に楽しく放課後を過ごすための様々な子どもの居場所を紹介

するパンフレットを毎年作成し、小学校の全児童に配布することにより周知

を図っています。 

 

事業名 取組 
平成 29年度 

末時点 

実績 

（令和 2年度末） 
担当課（室） 

新青少年自立支援事業 

－中高生支援業務 

子どもの居場所 

ガイド 
－ 

平成 30年度から市内

小学生全員に配付 

子ども 

わかもの課 

 

○青少年自立支援事業（中高生支援業務・居場所づくり支援者研修会・情報
交換会の開催） 

居場所に関わる支援者や職員は、毎年4～5回の情報交換会、2回程度の研

修会に参加し、子どもたちの悩みに寄り添えるようスキルアップを図ってい

ます。 

 

事業名 取組 
平成 29年度 

末時点 

実績 

（令和 2年度末） 
担当課（室） 

新青少年自立支援事業 

－中高生支援業務 

居場所づくり 

支援者研修会・ 

情報交換会 

開催数 

－ 

平成 30年度 
2回・ 

5回 

子ども 

わかもの課 
令和元年度 

2回・ 

4回 

令和 2年度 
0回・ 

2回 
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■基本施策２ 支援につながる 

 

 

 

 

 

 

＜主な取組実績＞ 

○育児の情報提供事業（子育てガイドブック作成業務） 

子育て情報を一元的にまとめ、市ホームページ「まつどDE子育て」におい

て提供するとともに、「まつど子育てガイドブック」（冊子）

を15,000部発行し、行政機関の窓口や子育て支援施設に

おいて活用しました。ガイドブックの多言語対応について

は、表紙にホームページの自動翻訳サイトへリンクするＱ

Ｒコードを記載し対応しています。 

 

事業名 取組 
平成 29年度 

末時点 

実績 

（令和 2年度末） 
担当課（室） 

拡育児の情報提供事業 

子育て 

ガイドブック 

多言語版 

－ 
ホームページの翻訳

機能により対応 
子育て支援課 

 

○育児の情報提供事業（育児の情報提供業務） 

スマートフォン用子育てアプリ「母子モ」を導入し、育児に必要な手続き、

施設、イベントに関する情報提供など、プッシュ型の情報提供を積極的に行

っています。また、妊娠期から安心して出産や子育てができるよう孤独な子

育てや乳幼児虐待の予防を目的に、ＬＩＮＥを利用した育児情報の配信を実

施しています。 

 

○青少年自立支援事業（中高生支援業務・子どもの居場所づくり事業） 

子どもの居場所づくりについては、野菊野こども館、根木内こども館に加

え、令和元年度に六実こども館、令和２年度に樋野口こども館を新設しまし

た。また、中高生世代の居場所としては、松戸地区、新松戸地区に加え、平

成31年3月に五香六実、令和3年1月に八柱地区を開設しました。 

 

 

支援を必要とする子どもや家庭が確実に支援を受けられるように、相談窓

口、各種施設のほか、児童館やこども館、青少年プラザなど子どもたちにとっ

て身近な居場所から支援につながる体制を整備するため、対応する市職員等の

対応力を向上するための研修を行いました。 

また、スクールソーシャルワーカーを学校に配置することにより、教育の場

における福祉的アプローチの充実を図りました。 
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事業名 取組 
平成 29年度 

末時点 

実績 

（令和 2年度末） 
担当課（室） 

新青少年自立支援事業 

－中高生支援業務 

子どもの居場所数 

（青少年プラザ） 
－ 4か所 

子ども 

わかもの課 

児童館・ 

こども館数 

児童館 1館 

こども館 2館 

児童館 1館 

こども館 4館 

子ども 

わかもの課 

 

○教育相談事業（学校教育相談業務・スクールソーシャルワーカー） 

平成29年度から、市独自にスクールソーシャルワーカーを配置し、学校内

だけでなく家庭、行政、地域の関係機関と連携しながら児童生徒や保護者の

困りごとや悩みの解決を支援しています。毎年スクールソーシャルワーカー

の増員を図り、令和２年度から市内すべての小中学校に対応できる体制を整

えました。 

 

事業名 取組 
平成 29年度 

末時点 

実績 

（令和 2年度末） 
担当課（室） 

拡教育相談事業 

スクール 

ソーシャル 

ワーカー数 

2人 

平成 30年度 6人 

教育研究所 令和元年度 8人 

令和 2年度 10人 

 

○放課後子ども総合プラン事業（放課後児童健全育成業務） 

放課後児童クラブは、利用児童数増に対し施設を確保するとともに、令和

元年度から生活保護世帯の利用料金を無料、就学援助世帯の利用料金を

4,000円に引き下げました。 

また、小学生が放課後等に安全に安心して学習やスポーツ・文化活動がで

きる放課後ＫＩＤＳルーム
き っ ず る ー む

の実施小学校の増に取り組みました。令和２年度

末で市内37か所の小学校で実施しており、令和3年度末までに全校で実施で

きる見込みになっています。 
 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

放課後ＫＩＤＳルーム 

実施校数 
20 か所 24 か所 27 か所 37 か所 

放課後ＫＩＤＳルーム 

登録児童数 
1,958 人 2,191 人 2,567 人 1,734 人 

放課後ＫＩＤＳルームの登録児童数は当該年度の 3月 1日現在 

 

○地域子ども・子育て支援事業（母子保健型利用者支援業務） 

市内３か所の親子すこやかセンター（子育て世代包括支援センター）では、

保健師、助産師、社会福祉士が妊娠期から子育て期に関わるさまざまな疑問

や不安の相談に対して包括的に対応し、総合的で切れ目のない支援を行いま

した。 
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 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

支援妊婦数 518人 467人 452人 489人 

支援乳幼児世帯数 396世帯 435世帯 534世帯 588世帯 

 

 

○児童虐待等早期発見・対応事業（家庭児童相談関係業務） 

松戸市子ども家庭総合支援拠点では、家庭に関する多様な相談や、18歳未

満の子どもに関する相談を、電話、面接、訪問により受け付けています。ま

た、児童虐待の重症化や繰り返しの発生を予防し、保護者による適切な養育

や児童の将来的な自立を目指すため、社会福祉士や公認心理士等有資格者で

ある家庭児童相談員を平成29年度の12人から令和２年度には15人に増員

し、継続的な支援を実施しました。 

 

 

■基本施策３ 生活を応援 

 

 

 

＜主な取組実績＞ 

○児童扶養手当給付事業 

ひとり親家庭や親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安

定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給し

ました。児童扶養手当法の一部改正により、令和元年11月から支払い回数が

４か月分ずつ年３回から２か月分ずつ年６回へと支払回数が変更になりまし

た。 

コロナ禍においては、児童扶養手当受給者を対象に、市が独自に「ひとり

親世帯緊急支援給付金」を支給しました。 

 

○ひとり親家庭支援事業（ひとり親家庭医療費等助成） 

ひとり親家庭の経済的負担を軽減し、早期の診療等を受けやすくするため

保険診療分の医療費等を助成しています。対象は通院・入院とも18歳まで（一

定の障害がある場合は２０歳まで）の児童と保護者で、所得制限があります。

自己負担金は通院1回300円、入院1日300円までで、市民税非課税世帯及

び均等割のみ課税の世帯は無料です。 

経済的に困難を抱える子育て世帯に、生活や健康を支えるための経済的支援

を行い、経済的な負担を軽減しました。 

特に、ひとり親家庭等の保護者が安心して働き、生活できるよう、家庭生活

の支援、経済的支援等を手厚く実施しました。 
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令和２年11月から、償還払い方式から、県内の医療機関等を受診する際に、

ひとり親家庭等医療費等助成受給券を提示すれば保険診療分の自己負担医療

費が助成される現物給付方式となりました。  

 

○地域子ども・子育て支援事業（ファミリー・サポート・センター業務） 

児童扶養手当を受給しているひとり親世帯の保護者の家庭生活を支援する

ため、ファミリー・サポート・センターを利用した場合の利用料の半額を助

成しました。 

 

○地域子ども・子育て支援事業（病児・病後児保育事業） 

病気及び病気回復期のため、集団保育や家庭保育が困難な子どもを預かる

病児・病後児保育事業の実施により、保護者の子育てと就労の両立を支援し

ました。市民税非課税世帯の病児・病後児保育の利用料は無料としています。

平成29年度の４施設から令和２年度には５施設となり、対象施設は拡大しま

した。 

 

 

■基本施策４ 学びを応援 

 

 

 

 

 

＜主な取組実績＞ 

○子どもの学習支援事業 

○ひとり親家庭支援事業（ひとり親家庭学習支援事業） 

児童扶養手当受給世帯、生活保護世帯、就学援助受給世帯等経済的に困窮

している家庭の小学５・６年生・中学生・高校生に対し、学力や学習意欲の

向上のため、学習支援・居場所作り・カウンセリングを実施しています。平

成30年度は小金原地区、平成31年度は東部地区に会場を増設し、６か所で

学習の機会を提供しました。平成29年度から令和元年度まで、利用人数は

年々増加傾向にあります。 
 

 

すべての子どもが安心して教育が受けられるよう、就学から高等教育の段階

に応じて教育費の負担を軽減するとともに、誰もが基礎的な学力を身に付ける

機会を確保するため、子どもの学習支援事業を充実しました。 

また、学校・地域・行政が連携して、子どもや家庭の困りごとを解決するた

め、スクールソーシャルワーカーの活動内容の浸透を図るとともに、幼稚園、

保育所、小学校の連携を深めるため、幼保小連携の取組を実施しました。 
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事業名 取組 
平成 29年度 

末時点 

実績 

（令和 2年度末） 
担当課（室） 

拡子どもの学習支援 

事業・ひとり親家庭 

学習支援事業 

子どもの学習 

支援実施会場数 
4会場 6会場 

生活支援一課 

子育て支援課 

 

  平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

実施会場数 ４会場 ５会場 ６会場 

利 用 

延人数 

学習 11,770人 14,373人 13,637人 

居場所 2,223 人 2,656 人 2,785 人 

 

○教育相談事業（学校教育相談業務・訪問相談） 

児童生徒・保護者の心のケアをするため、平成28年から、登校しぶり・不

登校の相談・学習支援、日本語指導等を行う学校・家庭支援ステーション「ほ

っとステーション」を開設しました。平成29年度から常盤平分室、令和２年

度からは古ケ崎分室を開設し、アウトリーチにより家から出られない児童・

生徒の相談、支援を積極的に行いました。 

 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

教育相談件数 939件 4,971回 896件 5,085回 858件 4,372回 

 

○就学援助費 

経済的な理由によりお子さんを就学させることが困難な家庭の保護者に学

用品費や給食費等を援助しています。さらに新入学児童生徒学用品費につい

ては、中学校は平成30年度入学予定者から小学校は令和元年度入学予定者分

から入学前支給を実施しました。 

 

○幼児教育振興事業（幼保小連携） 

幼稚園・保育所（園）・小学校の連携を推進し、就学接続期の子どもの育ち

を支えるため、幼稚園、保育所（園）、小学校、行政の職員同士の情報交換会

や交流事業を実施しました。また、「就学前学びのプログラム」を策定し、就

学接続期保育に関する研究を進めました。 
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■基本施策５ 仕事を応援 

 

 

＜主な取組実績＞ 

○ひとり親家庭相談支援事業 

母子・父子自立支援員を配置し、ひとり親家庭の生活全般に関する相談に

対応するとともに、母子・父子・寡婦福祉資金貸付金に係る事務を行ってい

ます。 

 

○母子・父子自立支援プログラム策定業務 

児童扶養手当受給者の状況やニーズに応じ、個別に自立支援計画書を策定

し、履歴書の書き方や就職面接に関する助言等、就職活動を支援しました。 
 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

母子・父子（ひとり親）相談 

相談件数 3,449 件 4,925 件 4,611 件 

母子・父子自立支援プログラム 

相談者数 295人 342人 352人 

策定対象者数 48 人 47 人 46 人 

就職・転職者数 44 人 46 人 44 人 

 

○まつど女性就労・両立支援相談事業 

子育て・介護等との両立等、個々のライフスタイルにあった就労ができる

よう、キャリアコンサルタントが個別にカウンセリングを行い、子育てや介

護のサービス等の情報提供をしながら就労支援を行っています。令和元年度

から、週２日から週３日へ相談日を拡大した他、令和３年度から夜間相談も

開始しました。 
 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

利用者数 155人 278人 338人 270人 

就労人数 22 人 45 人 82 人 65 人 

 

  

特に、ひとり親家庭等の親や子の就職に結びつくよう、情報提供や相談を行うととも

に、能力や資格取得のための支援を行いました。 
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■基本施策６ 住まいを応援 

 

 

＜主な取組実績＞ 

○市営住宅管理事業 

ひとり親世帯が市営住宅に入居申込する際、抽選の優遇措置を行いました。 

 

○一時生活支援事業 

○住居確保給付金 

松戸市自立相談支援センターへの相談者のうち住居喪失者等に対して、衣

食住の提供を行うとともに、就労支援や家賃相当額の住居確保給付金を給付

しました。 

 

（２）「夢がある子どもを増やします。」という目標設定に対する結果 

 

夢がある子どもの割合 小学５年生 中学２年生 

松戸市（平成 29年度） 38.7％ 53.8％ 

松戸市（平成 30年度） 84.9％ 64.6％ 

（参考） 

千葉県（令和元年度） 
83.3％ 68.3％ 

「平成 29年度 松戸市子育て世帯生活実態調」 

「平成 30年度 松戸市子ども子育て支援に関するアンケート調査」 

「令和元年度 千葉県子どもの生活実態調査」 

 

夢がある子どもの割合については、平成29年度調査から、令和元年度の千

葉県調査まで増加経過傾向にあるとの結果が出ました。目標設定に対する評

価としては、概ね良い結果ともいえます。しかし、令和２年度以降新型コロ

ナウイルス感染症の流行に伴い、社会情勢の変化があり、子どもたちの将来

への夢や希望について、楽観視ができない状況が続いています。すべての子

どもたちが夢や希望をもって将来を歩んでいけるよう、引き続き地域や社会

全体での取組が必要といえます。 

  

住居に困っているひとり親家庭等について、公営住宅や民間の住宅確保要配慮者円滑

入居賃貸住宅の情報提供等の入居支援を実施しました。 
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７ 第１期計画の取組を踏まえた今後の課題について 

各基本施策における新規事業、拡充事業の取組実績については、計画どおり

事業が進んでいる状況です。 

     しかし、現状として子どもの貧困率が高い状況にあること、ひとり親世帯の

増加や、児童虐待の対応件数等が増加傾向にある状況が見られます。また、支

援者ヒアリングにおいても、子どもの自己肯定感が低いことや、相談する人が

いなくて孤立している保護者を心配する声が上がってくるなど、依然として

様々な課題が浮かび上がってきました。現場には今なお支援を必要とする子ど

もやその家族が多く存在し、特にひとり親世帯の貧困率は高い水準にあるな

ど、その状況は依然として厳しいことなどから、引き続き子どものことを第一

に考えた支援を包括的かつ早期に講じていく必要があります。 

 

Ⅰ 子ども一人一人の権利を大切にし、全ての子どもたちが心豊かに成長できる 

環境づくり 

社会環境や家庭状況のなかで、さまざまな困難や課題を抱えている子どもがい

ます。障害があったり、外国籍であったり支援が届きにくい若しくは配慮が必要

な家庭にはアウトリーチ型の支援が求められています。また、新型コロナウイル

ス感染症流行の影響で、学校行事の中止・変更や、家庭内で過ごす時間が増える

など、大きな環境の変化がありました。このため、子どもに大きなストレスがか

かっており、子どもへの適切な支援が一層大切になっています。また、貧困の状

況にある家庭では、子どもが希望や学習意欲をそがれやすいため、問題を早期発

見し、支援をしていくことが必要です。居場所の提供や、学習支援などを通して、

子どもたち一人一人の成長を支え、豊かな人生の実現に向けて自立した大人へと

成長できるような取組が求められています。 

Ⅱ 妊娠・出産期から子どもの社会的自立までの支援体制の構築 

子どもの貧困対策を進めるに当たっては、親の妊娠・出産期から生活困窮を含

めた家庭内の課題を早期に把握した上で、適切な支援につないでいく必要があり

ます。また、すべての子どもが健やかに育つために、支援を必要とする家庭への

サポートを充実させ、経済的負担のみならず孤立や不安などを軽減し、子どもの

ために安心して過ごせる家庭環境をつくることが大切です。昨今では、特にひと

り親家庭が抱える様々な課題や個別のニーズへの対応が求められています。保護

者の就労・生活支援、母子保健サービスや保育施設の提供、学校における支援等

が適切になされ、また、必要な支援制度を知らないという状況が生まれないよう、

子どものライフステージに応じ、問題発見と支援を切れ目なくつなげていけるよ
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うな取組が必要です。 

 

Ⅲ 地域全体で子どもを見守り支える取組の充実 

子どもの貧困対策の推進のためには、市、県、国、民間企業や団体、地域住

民等がそれぞれの立場から、主体的に支援に参画していく必要があります。そ

して、子育てや貧困を家庭のみの責任とするのではなく、地域や社会全体で課

題を解決するという意識を強く持ち、子どものことを第一に考えた適切な支援

を包括的かつ早期に講じていくことが大切です。また、様々な地域資源を活用

しながら、自己肯定感の向上、生活習慣の改善につながるよう、多様な体験活

動の提供などが求められています。地域の中で市民一人ひとりが、困難を抱え

る子どもとその家庭への支援の大切さに関心と理解を深め、地域社会全体で子

どもの育ちを応援できるような取組が必要です。そのために、子どもの貧困対

策の必要性についての普及啓発や、関係機関の連携体制の整備、効果的な取組

を展開していくための情報共有を充実させていく必要があります。  



資料４ 

44 

 

  



資料４ 

45 

 

 
 

第 章    計画の基本的な考え方 

 

 

１ 基本目標（目指す姿） 

子どもの貧困対策の推進に関する法律、子どもの貧困対策に関する大綱及

び子ども・子育て支援の総合的な上位計画である「第２期松戸市子ども総合

計画」の基本理念と基本目標を踏まえ、本市を取り巻く現状に鑑み、本計画

では次のとおり基本目標を掲げます。 
 

基本目標<目指す姿> 

Ⅰ  子どもの力 

子どもの権利が尊重され、心豊かに育つことができる 

 

社会環境や家庭状況のなかで、さまざまな困難さや課題を抱えている子ども

がいます。こうした子どもを含め、すべての子どもの権利が等しく尊重され、

心身ともに健やかに、自立した大人へと成長できるようにします。 
 

Ⅱ  家庭の力 

家庭の子育て力が向上し、安心して子育てができる 

    

すべての子どもが健やかに育つために、支援を必要とする家庭へのサポートを 

充実させ、経済的な負担のみならず孤立や不安などを軽減し、子どものために 

安心して過ごせる家庭環境をつくることができるようにします。 

 

Ⅲ  地域の力 

地域の特色と活力を活かし、子どもと家庭を支える 

地域の中で市民一人ひとりが、困難さを抱える子どもとその家庭への支援の大

切さに関心と理解を深め、地域社会全体で子どもの育ちを応援できるようにしま

す。 
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２ 基本施策（６つの柱） 

本市では、第1期計画の基本施策を踏襲し、「社会全体で応援」、「支援につ

ながる」、「生活を応援」、「学びを応援」、「仕事を応援」、「住まいを応援」の

６つの基本施策を掲げています。 

基本目標の実現に向けて、次の基本的な考え方に立ち、施策・取組、事業

を組み立て、推進していきます。 

 

（１）社会全体で応援 

子育てや貧困を家庭のみの責任とするのではなく、全ての子どもたちが

夢や希望をもって成長していけるよう、地域や社会全体で子どもの「現在」

と「将来」を支援する地域づくりが必要です。市民や地域団体、ＮＰＯな

どの地域の担い手と行政がともに、「地域の見守り」や「気づき」を大切に

する「子どもたちが、こぼれにくい地域づくり」を進めます。 

 

（２）支援につながる 

困難を抱えている子どもや家庭の中には、必要な支援制度を知らない、手

続きが分からない、積極的に利用したがらない等の状況も見られます。その

ため、制度等の利用に関わらず、困難を抱えている子どもや家庭を日常の様々

な場面でできるだけ早期に発見し、具体的な支援や見守りにつなげていく必

要があります。必要な支援が受けられず、一層困難な状況に置かれてしまう

ことがないよう、「制度の利用しやすさの向上」や「当事者視点に立った情報

内容の見直し」などを適宜行っていくとともに、関係機関における情報の共

有、連携の促進を図っていきます。また、支援や見守りにあたっては、子ども

や保護者の気持ちに配慮し、寄り添いながら支援につなげていく必要がある

ため、支援に関わる一人ひとりの知識や対応力を高めていきます。 

 

（３）生活を応援 

すべての子どもや家庭の安定した生活の基盤（生活面や健康）を支える

ためには、「経済的な支援」や、子どもが健やかに育つための「健康への支

援・環境整備」が必要です。所得による経済的制約は、生活の選択肢を狭

め、ゆとりを失わせるなど、保護者の精神面にも大きな影響を与えます。 

特にひとり親家庭は、子育てと生計維持をひとりで担っており、経済面
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のほか、時間的なゆとりや健康面などの課題もさまざまであることから、

個々の事情に寄り添った、きめ細かな支援を行う必要があります。 

このような課題に対応するため、親の妊娠・出産期からの切れ目のない

支援の充実を図るとともに、生活の安定に資するための支援を多面的に実

施します。また、子どもの成長に必要な「他者との交流」や「様々な体験」

を得られるような機会の充実を図り、すべての子どもや家庭が孤立するこ

となく地域で生活できる環境づくりを進めます。 

 

（４）学びを応援 

家庭の状況にかかわらず、全ての子どもが質の高い教育を受け、能力・

可能性を最大限伸ばしてそれぞれの夢に挑戦できるようにすることが、一

人ひとりの豊かな人生の実現に加え、今後の街の成長・発展につながって

いきます。生活に困窮している世帯ほど、教育に関わる環境が整っていな

い傾向があり、また、経済的な理由から希望する進学の道が閉ざされたり、

十分な学習習慣や基礎的な学力を身につけることができないまま社会に出

なければならなくなることもあり、不登校や引きこもりになる可能性もあ

ります。このような課題に対応するため、家庭や保護者の状況に関わらず、

すべての子どもが安心して学習できる機会を確保する必要があります。ま

た、すべての子どもが集う場である学校を支援の土台（プラットホーム）

として、不登校や虐待など、子どもや家庭が抱える課題への早期発見・早

期対応を図るとともに、すべての子どもが質の高い教育を受けられるよう、

学習環境や生活環境をきめ細かく整備していきます。 

 

（５）仕事を応援 

保護者の就労支援は、労働によって一定の収入を得て生活の安定を図る

うえで重要です。また、収入面のみならず、家庭がゆとりを持って子ども

と接する時間を確保することや、保護者が働く姿を子どもに示すことによ

って子どもが労働の価値や意味を学ぶことができるなど、保護者の就労支

援に加え子どもの就労支援が求められています。 

生活困窮者やひとり親家庭が抱える様々な課題に対応し、状況に応じた

自立に向けた相談や学び直しの支援、仕事と子育ての両立のための支援等

により、就労支援を推進します。 
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（６）住まいを応援 

住宅は、暮らしの基盤を形成する役割を果たしており、安定した住宅は、

子どもにとっても保護者にとっても重要な場所です。 

そのため、生活困窮度の高い子育て家庭に対し、住宅確保に向けた支援

や、住居にかかる費用負担の軽減などに取り組み、子育て世帯の居住の安

定を支援していきます。 

 

【６つの基本施策のイメージ】 

 

 

  
 

学びを応援 

 

 

生活を応援 

 

住まいを応援 仕事を応援 

支援に 

つながる  

 

 

 

 

社会全体で応援 
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３ 施策の体系 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

［ 施策 ］ 

（１）すべての子どもが夢と希望
を持って成長していけるよ
う、社会全体で応援する 

（２）子どもを大切に育むとい
う、市民一人ひとりの意識
を醸成し、子どもや子育て
家庭がこぼれにくい地域づ
くりを推進する 

（１）子育て家庭の生活基盤が保
たれるよう、子育てに伴う
経済的負担を軽減する 

（２）社会的支援が必要な家庭へ
の支援を強化する 

（３）子どもと子育て家庭が安定
した生活を送れるよう、親
子の生活基盤を支える支援
を推進する 

（１）支援を必要としている子ど
もや家庭が確実に支援につ
ながるよう、支援体制を充
実させる 

①子どもの将来の夢や希望を社会全体で応援する

という機運を高め、子どもの未来を一緒に考え

る機会を確保する 

①ひとり親家庭に対する総合的な支援体制を整備

する 

②外国籍の家庭への支援を推進する 

①子どもと子育て家庭の状況に応じた、経済的支

援を推進する 

①保護者の生活の自立に向けた支援を行う 

②保護者の育児負担を軽減する 

③就労と子育てを両立できる保育環境を充実させ

る 

④どのような環境の家庭においても親子の健康の

維持・増進を図る 

３ 生活を応援 

①子どもが直接相談できる機会を充実させる 

②家庭の孤立や不安の解消につながるよう、相談

窓口の充実・強化、連携を図る 

③支援の必要な子どもや子育て家庭の課題を早期

に把握し、適切な支援につなぐ 

④支援が届きにくい子どもや子育て家庭にも届

く、当事者視点に立った情報発信をする 

①市民が活躍できる場を広げることで、子どもや

子育て家庭に関わる人を増やす 

②地域における子どもの居場所づくりを推進し、

地域住民と子どもが知り合うことのできる接点

を増やす 

③学校・地域・行政等が連携した地域づくりを推

進する 

［ 基本施策 ］ 

１ 社会全体で応援 

２ 支援につながる 

［ 取組 ］ 
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（１）保護者の生活基盤の向上に
向け、安定した就労につな
がるよう支援する 

（２）子どもの社会的自立に向
け、安定した就労につなが
るよう支援する 

①保護者に対する就労に関する情報提供及び相談

の充実を図る 

②保護者に対する就労に役立つ資格取得や学び直

しを支援する 

①子どもや若者が安定した就労につながるよう、

就労支援や相談支援の充実を図る 

①生活困窮度の高い子育て家庭の教育費の負担を

軽減する 

（１）どのような環境にある子ど
もであっても将来にわたっ
て安心して教育が受けられ
るように教育費の負担を軽
減する 

（２）すべての子どもが、それぞ
れの能力や可能性を伸ばす
ことができるよう、学びの
機会を充実させる 

①すべての子どもが学力を身に付ける機会を確保

する 

②学習面で配慮が必要な子どもの学習を支援する 

③学校や地域において、様々な体験活動の機会を

提供する 

 

４ 学びを応援 

５ 仕事を応援 

（１）子育て家庭の生活基盤の安
定に向け、住居にかかわる
支援を推進する 

①生活困窮度の高い子育て家庭に対し、住居確保

に向けた支援や住居にかかる費用負担の軽減に

取り組む 
６ 住まいを応援 

［ 施策 ］ ［ 基本施策 ］ ［ 取組 ］ 

（３）すべての子どもが健やかに
育つように、家庭教育につ
いての理解を深める取組を
推進する 

④家庭教育についての大切さを普及啓発し、理解

を深める。 
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４ 子どもの貧困に関する指標 

本計画を効果的かつ着実に推進するため、子どもの貧困に関する指標を設

定し、施策の実施状況や効果を検証していくとともに、必要に応じて取組み

の見直しや改善を図っていきます。 

 

（１）事業の進捗に関する指標 

指標 
現状値 

(令和元年度) 

目標値 

(令和 6年度) 
担当課（室） 基本施策 

事業

№ 

スクールソーシャル
ワーカーによる対応
実績のある学校の 

割合 

小学校 

15.6％ 

中学校 

35.0％ 

小学校 

100％ 

中学校 

100％ 

教育研究所 

社会全体で応援 

支援につながる 

学びを応援 

27 

児童館・ 
こども館、 
青少年プラザの 
開設数 

児童館・ 

こども館 

4施設 

青少年プラザ 

3施設 

児童館・ 

こども館 

7施設 

青少年プラザ 

6施設 

子どもわかもの課 社会全体で応援 
16 

21 

市民活動団体が 
主催する子ども 
食堂数 

17か所 22か所 
子どもの未来
応援担当室 

社会全体で応援 7 

子ども家庭総合 
支援拠点での 
相談対応件数 

1,371件 1,440件 子ども家庭相談課 支援につながる 58 

母子健康手帳 
交付時の保健師に
よる面接率 

100％ 100％ 母子保健担当室 支援につながる - 

乳児家庭全戸 
訪問事業実施に 
よる状況把握率 

100％ 100％ 母子保健担当室 支援につながる 55 

eライブラリ（注10）の
活用率 

34.5％ 80.0％ 指導課 学びを応援 122 

まなび助っ人 
活用時間数 

4200時間／年 6300時間／年 指導課 
社会全体で応援 

学びを応援 
20 

生活保護世帯に 
属する子供の 
高等学校等 
進学率 

92.1％ 93.7％ 生活支援一課 学びを応援 - 

母子・父子就労促進
プログラム策定件数 

47人／年 50人／年 子育て支援課 
生活を応援 

仕事を応援 
89 

」 
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（２）子どもの気持ちに関する指標 

指標 現状値 
目標値 

（令和６年度） 

夢がある子どもの割合 

平成 29年度 

小５：38.7％ 

中２：53.8％ 

 

平成 30年度 

小５：84.9％ 

中２：64.6％ 

 

（参考） 

千葉県 

令和元年度 

小５：83.3％ 

中２：68.3％ 

夢がある子どもの割合を増や
します。 

「自分のことが好きです
か」という設問に対して
「そう思う」、「だいたいそ
う思う」と回答した割合の
合計 

 

平成 30年度 

小５：53.3％ 

中２：44.7％ 

自分のことが好きだと思う子
どもの割合を増やします。 

「自分は周りの人から大切
にされていると思います
か」という設問に対して、
「そう思う」、「だいたいそ
う思う」と回答した割合の
合計 

 

平成 30年度 

小５：63.4％ 

中２：58.2％ 

自分は周りの人から大切にさ
れていると思う子どもの割合
を増やします。 

「平成 29年度 松戸市子育て世帯生活実態調査」 

「平成 30年度 松戸市子ども子育て支援に関するアンケート調査」 

「令和元年度 千葉県子どもの生活実態調査」 
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第 章    具体的な取組（主な事業） 

 

 

１ 社会全体で応援 

（１）すべての子どもが夢と希望を持って成長していけるよう、

社会全体で応援する  

すべての子どもが、家庭の環境や経済的な状況によらず、等しく健やかに

成長し、夢や希望をもって将来を歩んでいけるよう、地域や社会全体で支援

します。 

 

① 子どもの将来の夢や希望を社会全体で応援するという機運を高め、子ど
もの未来を一緒に考える機会を確保する 

子どもの貧困に関する社会的理解を促進し、地域のさまざまな人々が、多

様な状況にある子どもたちを見守り、その夢や希望を応援するきっかけとな

る機会を提供します。 

【主な事業】 
 

№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

１ 

重点 

子どもの未来応
援講演会 

子どもの貧困対策に関する理解を
深め、地域における支援を広げる
ため、講演会等を開催します。 

市民 
子ども政策課
子どもの未来
応援担当室 

２ 
子ども夢フォー
ラム 

全ての子どもたちが夢を持ち実現
を目指すことができるように、小
中学生のスポーツや文化活動の紹
介や表彰、こどもモニターによる
市への提言等を行います。 

小中学生 
子どもわかも
の課 

３ 

重点 

ゲットユアドリ
ーム 

中学生が、地域のさまざまな職業
や経歴の大人と交流し、多様な価
値観に触れ、将来の夢を考える機
会を提供します。 

中学生 
子どもわかも
の課 

４ 
新規 
重点 

子どもの職業体
験イベント 

生活困難層だけでなく、広く子ど
もたちが参加できる職業体験イベ
ントや職業人によるワークショッ
プ等を実施し、子どもたちの将来
の夢を培います。 

小中学生 
子ども政策課
子どもの未来
応援担当室 
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№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

５ 夢の教室の実施 

市立小学校全校５年生を対象に、
オリンピック出場経験のあるスポ
ーツ選手、現役サッカー選手をは
じめさまざまな種目で活躍するア
スリート、そのOBやOGらを「夢先
生」として学校に迎え、「夢を持つ
ことの大切さ」や「仲間と協力す
ることの大切さ」をゲームやトー
クを通じて子どもたちに伝えてい
きます。 

小学生 

東京オリンピック・
パラリンピック 

推進課 

６ 
親向けキャリア
教育 

子どもが性別にとらわれずに、そ
の子らしく人生を選択していける
よう、親向けの講座等を行います。 

保護者 男女共同参画課 

※「新規」は、平成 30年度以降の新規事業を示す。 
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（２）子どもを大切に育むという、市民一人ひとりの意識を醸成し、

子どもや子育て家庭がこぼれにくい地域づくりを推進する 

① 市民が活躍できる場を広げることで、子どもや子育て家庭に関わる人を
増やす 

子どもの貧困対策に資する活動に取り組む地域の市民団体等との連携を深

め、その活動を支援します。 

【主な事業】 
 

№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

７ 

新規 

重点 

子ども食堂との
連携 

地域で活動する子ども食堂と連携
し、情報交換等を行います。 

市民団体、
ＮＰＯ等 

子ども政策課 

子どもの未来 

応援担当室 

８ 
市民活動団体へ
の支援 

地域課題の解決に取り組む市民活
動団体の活動に対し、市民活動助
成制度や市民活動総合補償制度等
で支援を行います。 

市民団体、
ＮＰＯ等 

市民自治課 

９ 
まつど市民活動
サポートセンタ
ーの設置 

市民活動を支援し、その発展に寄
与することを目的に、まつど市民
活動サポートセンターを設置し、
コーディネーターが市民活動に関
する情報提供や相談を行います。 

市民、市民
団体、ＮＰ
Ｏ等 

市民自治課 

10 
まつど地域活躍
塾の実施 

広い視野を持ち、地域の課題解決
に取り組む人材の育成を図ること
を目的とし、ワークショップや実
地体験を含む長期の講座を実施し
ます。 

市民 

まつど市民活
動サポートセ
ンター（市民
自治課） 

11 
パートナー講座
の実施 

子どもたちを取り巻く現状につい
て、パートナー講座を開催し、市
民の理解を深めます。 

市民 
子ども政策課
子どもの未来
応援担当室 

12 
子育て支援員研
修 

「これから子育て支援事業に携わり
たい」という方が必要な知識と技術
を取得できるように、国のシラバス
に沿った講義や演習を行います。 

市民 子育て支援課 

13 
放課後児童クラ
ブ支援員研修 

放課後児童クラブ支援員のスキル
アップを目的として、計画的に研
修を実施します。 

放課後児童
クラブ支援
員 

子育て支援課 

14 
松戸市人材バン
ク制度 

支援者として実践的に活躍できる
人材の確保と場の提供を図るた
め、子育て支援員研修修了者又は
有資格者を「松戸市人材バンク名
簿」に登録し、必要に応じて子育
て支援事業運営事業者に提供しま
す。 

子育て支援
員研修修了
者 

子育て支援課 

15 
地区社会福祉協
議会 

「地域住民の世代間交流」として、
ふれあい広場や運動会等のイベン
トや交流事業を行っています。 

市民 
社会福祉協議
会（地域福祉
課） 
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№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

16 
重点 

青少年の支援に
関わる人材の育
成（支援者研修
の実施） 

児童館・こども館、中高生の居場
所のほか相談機関や青少年団体
等、青少年支援に携わるスタッフ
や支援者の育成と連携のための研
修や情報交換会を開催します。 

相談機関の
支援員等 

子どもわかもの課 

17 
子ども会の活動
支援 

同じ地域に住んでいる異年齢の子
ども達が集まり、遊びを中心とし
た活動、スポーツ活動、野外活動、
奉仕活動等、幅広い体験をする子
ども会を支援しています。 

小中学生 子どもわかもの課 

18 少年補導員 

地域での見守り活動や温かい声か
けにより、青少年の非行を防止し、
不審者や犯罪から青少年を守る活
動をしています。放課後や夜間、
夏休みなどの長期休業中には各地
域の学校と連携して補導活動（パ
トロール）を行っています。 

小中高校生 子どもわかもの課 

19 
青少年相談員の
活動支援 

青少年相談員は県知事と市長から
の委嘱により活動しているボラン
ティアです。中学生以上を対象と
したキャンプや卓球などのスポー
ツ大会のほか、市内12支部で青少
年の体験や学びにつながる活動の
支援を行っています。 

小中高校生 子どもわかもの課 

20 
まなび助っ人の
配置 

児童生徒の学力向上と地域人材の
活用を図るため、学校ごとに「ま
なび助っ人（補習支援員）」を募集
し配置します。 

小中学生 
各学校 

（指導課） 

※「新規」は、平成 30年度以降の新規事業を示す。 

② 地域における子どもの居場所づくりを推進し、地域住民と子どもが知り
合うことのできる接点を増やす 

遊びや体験、交流ができる児童館・こども館、青少年プラザなど子どもが

安心して過ごせる居場所において、研修を受けた支援員等が、子どもたちを

見守り、気軽に相談に応じることにより孤立の防止や課題解決につなげます。 
 

№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

21 

重点 

児童館・ 

こども館 

子どもたちが放課後や休日に自由
に遊び、多様な体験や交流ができ、
乳幼児期から思春期までの子ども
の成長を見守り、切れ目のない支
援ができる場所です。 

０歳～ 

高校生 
子どもわかもの課 

22 
放課後児童 

クラブ事業 

保護者が就労等の理由で昼間家庭
にいない児童を放課後に預かり、
児童の健全な育成を図ります。 

小学生 子育て支援課 

23 
放課後ＫＩＤＳ
ルーム事業 

学校施設を活用して、小学生が放
課後等を安全に安心して活動でき
る場所を提供します。 

小学生 子育て支援課 
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№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

24 

重点 

中高生の居場所
づくり 

思春期の中高生世代の子どもが、
家庭や学校以外の第３の居場所
（サードプレイス）として、一人
でも友だち同士でも自由に利用で
き、自主的な活動、体験、悩みの
相談等を気軽にできる場所です。 

中高生 子どもわかもの課 

再掲 

17 

子ども会の活動
支援 

同じ地域に住んでいる異年齢の子
ども達が集まり、遊びを中心とし
た活動、スポーツ活動、野外活動、
奉仕活動等、幅広い体験をするこ
とができます。 

小中学生 子どもわかもの課 

再掲 

19 

青少年相談員の
活動支援 

青少年相談員は県知事と市長から
の委嘱により活動しているボラン
ティアです。中学生以上を対象と
したキャンプや卓球などのスポー
ツ大会のほか、市内12支部で青少
年の体験や学びにつながる活動を
行っています。 

小中高校生 子どもわかもの課 

25 
スポーツ少年 

団活動 

生活と結びついた地域社会の中
で、正しいスポーツを計画的、継
続的に実践し、子どもの集団によ
る社会活動の場となっています。 

小中高校生 スポーツ課 

再掲 

７ 

新規 

重点 

子ども食堂との
連携 

地域で活動する子ども食堂との連
携し、情報交換を行います。 

関係団体、 

ＮＰＯ等 

子ども政策課 

子どもの未来
応援担当室 

26 

新規 

多世代まるごと
居場所づくり
（まつどＤＥ 

つながる 
ステーション） 

地域の中での孤立を防止し、社会
のつながりづくりのため、多世代
が活用できる居場所づくりを、行
政、地域団体、ＮＰＯ等が連携し
ながら推進します。 

市民、 

関係団体、 

ＮＰＯ等 

地域共生課 

 

 

 

 

 

 

 

  

児童館あそびの広場 森のこども館 
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③ 学校・地域・行政等が連携した地域づくりを推進する 

支援の必要な家庭に対し迅速かつ適切な支援ができるよう、行政と学校、

地域、ＮＰＯ法人等との連携と情報共有を図ります。 
 

番
号 

名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

27 

重点 

学校教育相談 

業務（スクール 
ソーシャルワーカー
活用事業） 

スクールソーシャルワーカーが、
地域の関係機関と連携しながら児
童生徒の課題解決のため家庭環境
に福祉的アプローチを行います。 

小中学生 教育研究所 

28 
学校支援地域 

連携事業 

学校を核にした地域コミュニティ
づくり事業を推進するため、学校
支援地域本部を設置し、学校・地
域住民が協働して学校支援を行い
ます。 

小中学生 教育企画課 

29 

子育て支援に 

関する関係機関
との情報交換会 

地域の子育て支援環境の整備を推
進し、必要な人に支援が行き届く
ようにするため、地域の支援者が
集まり、情報を共有し連携を強化
します。 

関係機関 

職員 
子育て支援課 

30 

幼保小の関係 

職員による 

情報交換 

幼稚園、保育所（園）、認定子ども
園、小学校等、幼児期から小学校
への接続期に関係する職員間の情
報交換の機会を確保します。 

関係機関 

職員 
幼児教育課 

再掲 

16 

重点 

青少年の支援に
関わる人材の 

育成（支援者 

研修の実施） 

児童館・こども館、中高生の居場
所（青少年プラザ）のほか相談機
関や青少年団体等、青少年支援に
携わるスタッフや支援者の育成と
連携のための研修や情報交換会を
開催します。 

相談機関の
支援員等 

子どもわかもの課 

31 

新規 

重点 

子ども・若者の
総合的な支援体
制の整備 

家庭や学校、社会にうまく適応で
きない中高生に対する支援や相談
体制を充実させることを目的とし
て、少年センターの機能を見直し、
子ども・若者を総合的に支援する
体制を整備します。（子ども・若者
支援協議会及び子ども・若者総合
相談センターの検討） 

中高生の支
援者 

子どもわかもの課 

32 
家庭教育力向上
の支援 

子どもの発達段階に応じた、家庭
教育力の向上を支援します。全小
学校に「家庭教育学級」を設置し、
学校と連携し保護者の学びを支援
しています。 

保護者 生涯学習推進課 

再掲 

18 
少年補導員 

地域での見守り活動や温かい声か
けにより、青少年の非行を防止し、
不審者や犯罪から青少年を守る活
動をしています。放課後や夜間、
夏休みなどの長期休業中には各地
域の学校と連携して補導活動（パ
トロール）を行っています。 

小中高生 子どもわかもの課 
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番
号 

名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

33 
民生委員・ 
児童委員・ 
主任児童委員 

地域の身近な相談相手として相談
に応じ、福祉サービス等の紹介や
助言を行い、問題解決のために行
政や関係機関、学校や児童福祉関
係機関等と連携に努めています。 

市民 地域福祉課 

34 

新規 

松戸市高齢者等
見守り活動 

松戸市と「見守り協定」を締結し
た各業種の事業者が、日常業務の
中で、地域の高齢者や子どもたち
の安心のために、声掛け等の見守
り活動を実施。緊急性のある案件
は、事業者が市役所・警察・消防
等へ通報する等を行い、各機関と
連携して取り組んでいます。 

市内で活動
する事業者
等 

地域包括ケア
推進課 

 

 

【地域連携のイメージ図】 
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２ 支援につながる 

（１）支援を必要としている子どもや家庭が確実に支援につながる

よう、支援体制を充実させる 

貧困の状況にある子どもやその家庭の一部には、必要な支援制度を知らな

い、手続が分からない、積極的に利用したがらない等の状況も見られるため、

こうした子どもたちや家庭を早期に発見し、支援につなげられるよう、アウ

トリーチ型のアプローチを充実します。 

 

①  子どもが直接相談できる機会を充実させる 

子ども自身が直接相談しやすい環境を整備し、悩み事等の早期解決に努め

ます。 

【主な事業】 
 

№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

35 

新規 

重点 

青少年相談 
思春期の青少年の悩みに寄り添
い、青少年が身近に相談できる居
場所を増やします。 

小中高校生 子どもわかもの課 

36 

重点 

いじめ相談・い
じめ防止対策 

児童生徒や保護者等からのいじめ
に関する相談体制を充実させるた
め、いじめ電話相談の運営をしま
す。並びに、いじめ防止対策委員
会を設置し、いじめの未然防止・
早期発見に努めています。 

小中高校生 指導課 

再掲 

27 

重点 

学校教育相談業
務（スクールソ
ーシャルワーカ
ー活用事業） 

スクールソーシャルワーカーが、
地域の関係機関と連携しながら児
童生徒の課題解決のため家庭環境
に福祉的アプローチを行います。 

小中学生 教育研究所 

※「新規」は、平成 30年度以降の新規事業を示す。 
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② 家庭の孤立や不安の解消につながるよう、相談窓口の充実・強化、連携
を図る 

相談窓口を充実するとともに、支援者同士の情報共有の場を設け、支援に

つながる体制を整備します。 
 

№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

37 

新規 

子育てオンライ
ン相談、子育て
オンライン広場 

スマートフォン、タブレット、パソコン
を利用して自宅にいる保護者がビ
デオ通話で子育てコーディネーター
と子育て相談ができるオンライン相
談や、ＺＯＯＭ等のアプリを利用して
子育て中の親子が子育て支援員ら
と交流できる子育てオンライン広場
を実施します。 

０歳～３歳
の乳幼児と
保護者 

子育て支援課 

38 

重点 

ひとり親家庭相
談支援業務 

母子または父子世帯及び寡婦世帯
が抱えるさまざまな問題に関する相
談に母子・父子自立支援員が応じ、
必要な支援を行います。 

母子または
父子世帯及
び寡婦世帯 

子育て支援課 

39 
人権被害者相談
事業 

松戸市人権施策に関する基本方針
のうち「相談支援体制の整備」に
基づき、関係機関との連携を図り、
相談支援体制の整備を図っていま
す。 

人権被害者 行政経営課 

40 
松戸市自立相談
支援センター 

経済的に困窮し、最低限度の生活
を維持することができなくなるお
それのある方に対して、自立の促
進を図ることを目的として、個々
の状況に応じた包括的な相談支援
を行います。 

経済的に困
窮している
人 

生活支援一課 

41 

新規 

福祉まるごと相
談窓口 

福祉に関する困りごと（ダブルケ
アの相談、福祉のサービスや制度
を知りたい、どこに相談して良い
かわからない等）の相談窓口です。 

市民、関係
機関職員 

地域包括ケア
推進課 

42 

重点 

利用者支援事業
（親子すこやか
センター） 

市内３か所に設置した「親子すこ
やかセンター」において、保健師、
助産師、社会福祉士が、妊娠・出
産期から子育て期にわたる切れ目
のない支援を提供します。 

妊婦・産婦
及び乳幼児
のいる家庭 

子ども家庭相談課
母子保健担当室 

43 
利用者支援事業
（子育てコーデ
ィネーター） 

おやこＤＥ広場・子育て支援セン
ターに市認定の子育てコーディネ
ーターを配置し、子ども及びその
保護者、又は妊婦のさまざまな悩
みや相談を受け、地域の子育て支
援施設や専門機関につなぐ支援を
します。 

０歳～３歳
の乳幼児と
保護者 

子育て支援課 

44 

保健福祉 

センターでの 

健康・育児相談 

子どもや親が健康に過ごせるよう
に、妊娠中から、不安や心配なこ
と等について電話や面接で相談に
応じています（保健師：健康・育
児全般、栄養士：食生活、歯科衛
生士：歯と口腔の健康） 

妊娠期～ 

子育て中の
保護者 

子ども家庭相談課 

母子保健担当室 
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№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

45 婦人・ＤＶ相談 
夫などからの暴力・暴言（ＤＶ）
や離婚問題など女性の相談を婦人
相談員が受け付けます。 

女性 子ども家庭相談課 

46 
ゆうまつどここ
ろの相談 

自分の性格や生き方、夫婦やパー
トナー、親子等の関係、職場や近所
の人間関係等で悩んでいる男女を
対象に、専門のカウンセラーが相談
を行います。 

市民 男女共同参画課 

47 
福祉相談機関連
絡会（多機関協
働事業） 

複合化した課題を抱える世帯への
支援体制の整備、構築等、地域共
生社会に向けた取組を強化するた
め、「松戸市福祉相談機関連絡会」
を定期的・継続的に開催し、多分
野における相談機関の連携を推進
します。また、令和３年度からは、
複合化した事例の調整、役割分担、
方向性等を定める多機関協働事業
の機能も担っています。 

関係機関職
員 

地域包括ケア
推進課 

48 
松戸市基幹相談
支援センター 

地域における障害者支援の中核的
な役割を担う機関として、障害の
ある人（疑い含む）やひきこもり
状態にある人とその家族又は障害
のある人の支援者などに対し、生
活の困りごとの相談や福祉サービ
スの情報提供等の支援を行いま
す。 

障害のある
人（子ども）
またはひき
こもり状態
にある人と
その家族 

障害福祉課 

49 外国人相談 
英語、中国語他、モバイル通訳機
を活用し、13か国語による相談を
実施しています。 

日本語を母
語としない
市民 

広報広聴課 

広聴担当室 

50 

新規 

庁内通訳者の派
遣、モバイル通
訳機 

庁内で行政手続きや相談する際の
通訳（英語、中国語）、モバイル通
訳機を使った通訳（11 言語※）を行
っています。 

※…英語、中国語、ベトナム語、韓
国語、スペイン語、ポルトガル語、フ
ィリピノ語、タイ語、ネパール語、フ
ランス語、ロシア語 

日本語を母
語としない
市民 

文化観光国際課 

再掲 

15 

地区社会福祉協
議会 

「地域住民の世代問交流」として、
ふれあい広場や運動会等のイベン
トや交流事業を行っています。 

市民 
社会福祉協議会
（地域福祉課） 
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③ 支援の必要な子どもや子育て家庭の課題を早期に把握し、適切な支 

援につなぐ 

支援が必要な子どもや家庭を早期に把握し、早期支援につなげられるよう、

アウトリーチ（訪問支援）の充実等に取り組みます。 
 

№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

51 

妊婦健康診査 

妊婦歯科健康診
査 

母子健康手帳の別冊の受診票によ
り、妊娠中に14回、委託医療機関
で受ける健康診査の費用を一部助
成します。原則として県内の医療
機関で健康診査が受けられます。
また、妊娠中に１回、市内の歯科
委託医療関において、無料で歯科
健康診査を受けられます。 

妊婦 
子ども家庭相談課 

母子保健担当室 

52 

新規 
産婦健康診査 

出産後間もない時期の産婦に対す
る健康診査を実施し、産後うつの
予防や新生児の虐待予防等を図り
ます。 

おおむね産
後１か月ま
での産婦 

子ども家庭相談課 

母子保健担当室 

53 

重点 
産後ケア事業 

出産後、家族等から十分な育児等
の支援が受けられず、特に育児支
援を要する家庭を対象に産後ケア
事業（宿泊型・訪問型・日帰り型）
を実施します。 

生後４か月
未満の乳児
と産婦 

子ども家庭相談課 

母子保健担当室 

54 

重点 
養育支援訪問 

育児支援や家事援助等が必要であ
りながら、積極的に自ら求めてい
くことが困難な状況にある家庭
に、訪問による支援を行います。 

支援が必要
な家庭 

子ども家庭相談課 

母子保健担当室 

55 
乳児家庭全戸訪
問 

生後４か月までの赤ちゃんがいる
全ての家庭に保健師・助産師等が
訪問し、育児の相談や子育て支援
の情報提供を実施します。(未熟児
訪問指導、新生児訪問指導と併せ
て実施） 

生後４か月
未満の乳児
と産婦 

子ども家庭相談課 

母子保健担当室 

56 乳幼児健康診査 

乳幼児の健康の保持増進を図るた
め、「乳児健康診査」「乳児股関節
健診」「１歳６か月児健康診査」「３
歳児健康診査」を実施します。 

乳幼児 
子ども家庭相談課 

母子保健担当室 

再掲 
42 

重点 

利用者支援事業
（親子すこやか
センター） 

市内３か所に設置した「親子すこ
やかセンター」において、保健師、
助産師、社会福祉士が、妊娠・出
産期から子育て期にわたる切れ目
のない支援を提供します。 

妊婦・産婦
及び乳幼児
のいる家庭 

子ども家庭相談課 

母子保健担当室 

57 
重点 

松戸市児童虐待
防止ネットワー
ク（要保護児童
対策地域協議
会） 

要保護児童等の早期発見や適切な
対応・支援を行うため、松戸市児
童虐待防止ネットワーク構成員の
連携並びに専門性強化と、地域住
民への周知を図る取組の充実を図
ります。 

関係機関職
員 

子ども家庭相談課 
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№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

58 
重点 

子ども家庭総合
支援拠点 

家庭に関する多様な相談や18歳未
満の子どもに関する相談を受け付
けます。また、児童虐待の重症化
や繰り返しの発生を予防するた
め、必要に応じて学校や保育所等
の関係機関と連携しながら、保護
者による適切な養育や、児童の将
来的な自立を目指し、継続的に支
援を実施します。 

18歳未満の
子どもと保
護者 

子ども家庭相談課 

再掲 
27 

重点 

学校教育相談業
務（スクールソ
ーシャルワーカ
ー活用事業） 

スクールソーシャルワーカーが、
地域の関係機関と連携しながら児
童生徒の課題解決のため家庭環境
に福祉的アプローチを行います。 

小中学生 教育研究所 

59 

新規 

学校・家庭支援
ステーション
（ほっとステー
ション）訪問相
談 

家から出られない児童生徒の家庭
に対し、アウトリーチ型の支援相
談を行います。また、ほっとステ
ーションに来室してくる児童生徒
の居場所として、運動や遊び、学
習活動への支援を行っています。 

小中学生と
その保護者 

教育研究所 

 

④ 支援が届きにくい子どもや子育て家庭にも届く、当事者視点に立った情
報発信をする 

インターネットや情報誌など様々なツールを使い、支援を必要とする世帯

に適時に適切な情報が届くように努めるとともに、外国籍であるなどにより

日本語が不自由な家庭にも支援情報が届くようにします。 
 

№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

60 
子どもの居場所
ガイドの配布 

小学生が安全に楽しく放課後を過
ごせるよう、「子どもの居場所」を
紹介するパンフレットを作成し小
学校の全児童に配布します。 

小学生 子どもわかもの課 

61 

新規 

相談窓口一覧冊
子「ひとりで悩
まないで」の配
布 

新型コロナウイルス関連の子育て
世帯向けの相談窓口一覧表を作成
し、配布します。 

子育て世帯
の保護者 

子ども政策課 

62 
子育て情報サイ
ト「まつどＤＥ
子育て」 

市ホームページ内の「まつどDE子
育て」で市内の子育て情報を一元
化し、提供します。 

妊娠前～ 

高等教育期 
子ども政策課 

63 
子育てガイドブ
ックの発行 

「松戸市子育てガイドブック」で
子育て情報を一元的に提供しま
す。 

妊娠前～ 

高等教育期 
子ども政策課 

64 
まつどＤＥ子育
てアプリ「母子
モ」 

「まつどDE子育て」と連動させた
子育てアプリを導入し、プッシュ
型の情報提供を行います。 

妊婦及び３
歳未満の乳
幼児の保護
者 

子ども政策課 
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№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

65 
まつどＤＥ子育
てＬＩＮＥ 

子育てに関する母親の孤立防止、
育児不安、産後うつ及び児童虐待
の予防を図る目的で、LINEを利用
した育児情報の配信事業を実施し
ます。 

妊婦及び３
歳未満の乳
幼児の保護
者 

子ども家庭相談課
母子保健担当室 

66 
重点 

児童虐待防止の
広報・啓発活動 

虐待防止に関わる市民向け子育て
講演会を実施します。また、子ど
も家庭総合支援拠点の連絡先を載
せた「こども相談カード」を作成
し、市内の小・中・高校の子ども
に配布します。 

小中高校生 子ども家庭相談課 

67 
外国人向け多言
語ホームページ 

英語、中国語、ベトナム語で、市
の情報を配信しています。併せて、
フェイスブックや Twitter を活用
し、周知を図っています。その他、
韓国語・スペイン語・ポルトガル語を
加えた計 6 カ国語の自動翻訳に対
応しています。 

 

日本語を母
語としない
市民 

文化観光国際課 

広報広聴課 

68 
外国語版生活ガ
イドブック 

行政手続やごみ捨てガイド等、生活
に必要な情報を翻訳したガイドブッ
クを配布しています（英語、中国語、
ベトナム語、韓国語、スペイン語、ポ
ルトガル語）。 

日本語を母
語としない
市民 

文化観光国際課 

69 
外国語版医療機
関ガイド 

英語、中国語、韓国語、ベトナム
語に対応した市内医療機関の案内
を市ホームページに掲載していま
す。 

日本語を母
語としない
市民 

地域医療課 
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３ 生活を応援 

複合的な課題を抱える生活困窮世帯やひとり親家庭等の子育て世帯に、生

活や健康を支えるための支援をします。 

 

（１）子育て家庭の生活基盤が保たれるよう、子育てに伴う経済的

負担を軽減する 

親の経済状態や就労状況にかかわらず世帯の日々の生活を安定させるため、

経済的支援を実施するとともに、必要な世帯へ支援の利用を促していきます。 

 

①  子どもと子育て家庭の状況に応じた、経済的支援を推進する 

世帯状況や所得に応じて児童手当制度の支給等を着実に実施します。 

【主な事業】 
 

№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

70 児童手当 
児童の健全育成を図るため、中学
校修了前までの児童を養育してい
る保護者に手当を支給します。 

０歳～中学
生 

子育て支援課 

児童給付担当室 

71 
子ども医療費助
成制度 

中学校修了前までの児童にかかる
医療費（保険診療分）の自己負担額
（全部又は一部）を助成します。 

０歳～中学
生 

子育て支援課 

児童給付担当室 

72  児童扶養手当 

家庭生活の安定と児童の健全育成
を図るため、父又は母と生計をと
もにしていない、18歳に達する日
以後の最初の3月31日まで（一定の
障害がある場合は20歳まで）の児
童を養育している保護者等に支給
します。 

０歳～18歳 
子育て支援課 

児童給付担当室 

73 

ひとり親家庭等
医療費等助成 

制度 

ひとり親家庭等（18歳に達する日
以後の最初の３月31日までの間に
ある児童を扶養していて、前年の
所得が制限額未満である家庭）に
対し、保険診療分の医療費の自己
負担額（全部又は一部）を助成し
ます。 

０ 歳 ～ 18
歳の児童と 

その保護者 

子育て支援課 

児童給付担当室 

74 入院助産制度 

経済的理由により病院や助産所
に入院して出産することができ
ないと認められる人が、受けられ
る制度です。 

妊婦 子ども家庭相談課 

75 出産育児一時金 
国民健康保険被保険者が出産す
る際、出産育児一時金を支給しま
す。 

出産後の保
護者 

国民健康保険課 

76 遺児手当 
両親又は父もしくは母を亡くした
義務教育終了前までの遺児を扶養
している保護者等に支給します。 

０歳～中学
生 

子育て支援課 

児童給付担当室 
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№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

77 就学援助費 

国公立小・中学校に通学している
児童生徒の保護者で、児童扶養手
当を受給されている方等、その他
経済的な理由により子どもを就
学させることが困難な家庭に学
用品費や給食費等を援助します。 

松戸市に在
住し、公立
小中学校に
通学してい
る児童生徒
の保護者
（所得制限
あり） 

学務課 

78 
生活保護法によ
る各種扶助費 

生活保護受給者に対し、不足分に
ついて、教育扶助（義務教育に伴
って必要な教材等の学用品、通学
用品、学校給食その他義務教育に
伴って必要なもの）を行います。 

生活保護 

受給者 
生活支援一課 

79 

新規 

幼児教育・保育
の無償化 

３歳児～５歳児の保育所（園）、
認定こども園の保育料及び小規
模保育施設、施設型給付幼稚園を
含む０～２歳児の非課税世帯の
保育料は不徴収。また、未移行幼
稚園の入園料、保育料、預かり保
育料、認可外保育施設の保育料を
上限額の範囲で給付します。 

３歳児～
５歳児ま
での児童、
又は０～
２歳児の
非課税世
帯の児童
の保護者 

幼児教育課 

保育課 

80 

新規 

幼稚園の預かり
保育料の助成 

保育の要件を満たし、市の指定す
る幼稚園で預かり保育を利用した
場合、国の無償化超過分の費用の
一部を助成します。 

３歳児～５
歳児 

幼児教育課 

81 
認可外保育施設
保育利用料の助
成 

県の指導監督基準を満たす認可外
保育施設に入所し、一定の基準を
満たす児童に対し、保育利用料の
助成を行います。 

０歳～２歳 
保育課入所 

入園担当室 

82 

実費徴収に係る
補足給付を行う
事業（利用者実
費負担軽減） 

保育所（園）・認定こども園等にお
いて実費徴収が行うことが出来る
とされている「食事の提供に要す
る費用」及び「日用品、文房具等
の購入に要する費用等」行事費に
ついて、低所得世帯等を対象に費
用の一部を補助します。幼稚園に
ついては、一定の条件を満たした
子どもの給食費において、副食費
の一部を免除します。 

０歳～５歳 
幼児教育課 

保育課 

83 
放課後児童クラ
ブ利用料の減免 

放課後児童クラブの利用について、
生活保護世帯又は就学援助世帯の
利用料を減免します。 

小学生 子育て支援課 

84 
ファミリー・サ
ポート・センタ
ー利用料の助成 

ファミリー・サポート・センター
の利用について、児童扶養手当受
給世帯は利用料の半額を助成しま
す。 

生後４か月
～小学生 

子育て支援課 
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№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

85 
病児・病後児 

保育利用料減免 

病児・病後児保育の利用について、
生活保護世帯又は市民税非課税世
帯の利用料を免除します。 

生後 57 日 

～小学生 
子育て支援課 

86 

新規 

幼児同乗用自転
車等購入支援 

子育て家庭が幼児同乗用自転車を
安価に購入できるようにすること
で、子育て家庭への経済的負担の
軽減を図ります。 

未就学児を
２名以上養
育する者 

子育て支援課 

87 
未熟児養育医療
費助成 

身体の発達が未熟なままで生ま
れ、入院を必要とする児童に対し
て、その治療に必要な医療費を公
費で一部負担します。 

身体の発達
が未熟なま
ま で 生 ま
れ、入院を
必要とする
子ども 

子ども家庭相談課 

88 
社会福祉協議会
での生活福祉資
金貸付制度 

失業等により、所得が少ない世帯、
障害者世帯、高齢者世帯に対し、
資金の貸付と相談支援を行ってい
ます。 

生計維持の
ため貸付を
必要とする
世帯 

社会福祉協議会
（地域福祉課） 

※「新規」は、平成 30年度以降の新規事業を示す。 

 

  

病児・病後児保育 
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（２）社会的支援が必要な家庭への支援を強化する 

子育て世帯の経済的自立や生活の安定に向けて、保護者の就労支援や学び

直しの支援を行います。 

 

①  ひとり親家庭に対する総合的な支援体制を整備する 

就労による自立や生活の安定を図るため、職業紹介や就労支援などを行い、

保護者の就労機会の確保に努めます。また、手当の支給、子どもの学習支援、

母子生活支援施設などの支援体制を整備します。 

【主な事業】 
 

№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

再掲 
38 

重点 

ひとり親家庭相
談支援業務 

母子または父子世帯及び寡婦世帯
が抱えるさまざまな問題に関する
相談に応じ、必要な支援を行いま
す。 

母子または 

父子世帯 

及び寡婦 

世帯の 

保護者 

子育て支援課 

89
重点 

母子・父子自立
支援プログラム 

児童扶養手当受給者の自立を促進
するため、母子・父子自立支援プ
ログラム策定員を配置し、就職支
援を実施します。 

ひとり親 

家庭の 

保護者 

子育て支援課 

90 

重点 

ひとり親家庭就
労促進事業 

ひとり親家庭の父・母及び寡婦に
対し、就労に必要な資格技能を習
得するための講習を受ける経費を
助成します。 

ひとり親 

家庭の 

保護者 

子育て支援課 

91 
ひとり親家庭高
等訓練促進事業 

就業に結びつきやすい資格取得の
ための養成訓練受講中、一定期
間、高等職業訓練促進給付金を支
給することにより、生活の負担の軽
減を図り、資格取得を容易にしま
す。 

ひとり親 

家庭の 

保護者 

子育て支援課 

92 
ジョイントワー
ク松戸 

市とハローワークが連携し、生活
保護受給者、児童扶養手当受給者
等に対する一体的な就労支援を実
施します。 

生活保護 

受給者、 

児童扶養 

手当受給者
等 

生活支援一課 

子育て支援課 

93 
家計改善支援事
業 

生活困窮者の家計の再建を支援す
るため、専門家による家計相談を
実施します。 

経済的に 

困窮 

している人 

生活支援一課 
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№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

再掲 

72 
児童扶養手当 

家庭生活の安定と児童の健全育成
を図るため、父又は母と生計をと
もにしていない、18歳に達する日
以後の最初の3月31日まで（一定の
障害がある場合は20歳まで）の児
童を養育している保護者等に支給
します。 

０ 歳 ～ 18
歳 

子育て支援課 

児童給付担当室 

再掲 

73 

ひとり親家庭等
医療費等助成制
度 

ひとり親家庭等（18歳に達する日
以後の最初の3月31日までの間に
ある児童を扶養していて、前年の
所得が制限額未満である家庭）に
対し、保険診療分の医療費の自己
負担額（全部又は一部）を助成し
ます。 

０ 歳 ～ 18
歳の児童と 

その保護者 

子育て支援課 

児童給付担当室 

再掲 

76 
遺児手当 

両親又は父もしくは母を亡くした
義務教育終了前までの遺児を扶養
している保護者等に支給します。 

０歳～ 

中学生 

子育て支援課 

児童給付担当室 

94 

新規 

重点 

養育費・面会交
流に関する支援 

離婚によって子どもが受ける心理
的、経済的負担を最小限にとどめる
ため、離婚前後の保護者に対して
養育費の継続的な確保のための保
証契約や、公正証書作成にかかる
費用の助成、適切な面会交流の実
施を支援します。 

離婚前後の
保護者 

子育て支援課 

95 

新規 

重点 

ひとり親向けセ
ミナー等 

シングルマザーのためのライフプ
ランセミナー等を実施します。 

ひとり親世
帯の保護者 

男女共同参画課 

96 

重点 

子どもの学習支
援事業 

経済的に困窮する家庭の小学5・6
年生、中学生、高校生に対して、
学習支援・居場所づくり・カウン
セリングを行うことにより、基礎
学力の向上等を目指します。 

経済的に困
窮する家庭
の小学５・
６年生・中
学生・高校
生 

生活支援一課 

子育て支援課 

97 

新規 

重点 

ひとり親家庭児
童学力向上応援
業務 

ひとり親家庭の経済的格差が学力
や進学、就職に影響を与えること
がないよう、学習意欲が高く、基
礎学力以上の学力習得を目指す生
徒に対し、学習塾に通う費用を助
成します。 

児童扶養手
当受給世帯
（ 生 活 保 護
世帯を除く）
の 中 学 校
２・３年生、
高 等 学 校
２・３年生 

子育て支援課 

98 
ひとり親世帯の
保育所（園）入
所選考 

保育（２・３号）認定施設の入所
選考について、利用調整基準の加
算項目に「母子・父子家庭」の項
を設けて審査を行います。 

ひとり親世
帯 

保育課入所 

入園担当室 

99 
母子生活支援施
設 

児童福祉法に基づき、(一定の基準
を満たした)配偶者のない女子、ま
たはこれに準ずる事情にある女
子、及びその者の監護すべき児童
を入所させて、これらの者を保護
するとともに、自立の促進のため
に、その生活を支援することを目
的とする施設です。面接相談をし

配偶者のな
い、または
これに準ず
る事情の母
親と子ども 

子育て支援課 
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№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

た上で、入所が必要と判断された
場合に入所することができます。 
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② 外国籍の家庭への支援を推進する 

日本語を母語としない方へ日本語学習の支援を行うなど、言葉の理解がス

ムーズになるように支援を行います。 
 

№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

100 

国際理解教育 

推進業務による
日本語指導 

日本語指導協力者が、母語を交え
た日本語指導を行います。また、
授業中そばに付き添って通訳をし
ます。必要に応じて、学校と保護
者間の通訳も行います。 

小中学生 指導課 

101 

新規 

外国人の子ども
への学習支援 

認定NPO法人の主催で、日本語で困
っている等、同じ悩みを持つ子ど
もたちが集まって勉強する場を提
供します。 

日本語を母
語としない
小中学生 

文化観光国際課 

102 

新規 

重点 

日本語教室 

（公財）松戸市国際交流協会の主催
で、15歳以上の松戸市民を対象に
初級・ビジネス初級・中級の日本語
教室を開催しています。 

15歳以上の
市内在住、
在学、在勤
の方 

（公財）松 戸市
国際交流協会 

再掲 

49 
外国人相談 

英語、中国語他、モバイル通訳機
を活用し、14か国語による相談を
実施しています。 

日本語を母語と
しない市民 

広報広聴課 

広聴担当室 

103 
新規 

外国人の子ども
への読書支援 

外国語絵本等の資料を収集し提供
します。 

日本語を母語と
しない子ども 

図書館 

 

 

（３）子どもと子育て家庭が安定した生活を送れるよう、親子の

生活基盤を支える支援を推進する 

① 保護者の生活の自立に向けた支援を行う 

就労による自立や生活の安定を図るため、職業紹介や就労支援などを行い、

保護者の就労機会の確保に努めます。 

【主な事業】 
 

№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

再掲 

93 

家計改善支援 

事業 

生活困窮者の家計の再建を支援す
るため、専門家による家計相談を
実施します。 

経済的に 

困窮 

している人 

生活支援一課 

再掲 

40 
松戸市自立相談
支援センター 

経済的に困窮し、最低限度の生活
を維持することができなくなるお
それのある方に対して、自立の促
進を図ることを目的として、個々
の状況に応じた包括的な相談支援
を行います。 

経済的に 

困窮 

している人 

生活支援一課 
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№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

再掲 

38 

重点 

ひとり親家庭 

相談支援業務 

母子または父子世帯及び寡婦世帯
が抱えるさまざまな問題に関する
相談に応じ、必要な支援を行いま
す。 

母子または
父子世帯 

及び寡婦 

世帯の 

保護者 

子育て支援課 

再掲 

89
重点 

母子・父子就労
促進プログラム 

児童扶養手当受給者の自立を促進
するため、母子・父子自立支援プ
ログラム策定員を配置し、就職支
援を実施します。 

ひとり親 

家庭の 

保護者 

子育て支援課 

再掲 

90 

重点 

ひとり親家庭就
労促進事業 

ひとり親家庭の父・母及び寡婦に
対し、就労に必要な資格技能を習
得するための講習を受ける経費を
助成します。 

ひとり親 

家庭の 

保護者 

子育て支援課 

再掲 

91 
ひとり親家庭高
等訓練促進事業 

就業に結びつきやすい資格取得の
ための養成訓練受講中、一定期
間、高等職業訓練促進給付金を支
給することにより、生活の負担の軽
減を図り、資格取得を容易にしま
す。 

ひとり親 

家庭の 

保護者 

子育て支援課 

再掲 

92 
ジョイントワー
ク松戸 

市とハローワークが連携し、生活
保護受給者、児童扶養手当受給者
等に対する一体的な就労支援を実
施します。 

生活保護 

受給者、 

児童扶養 

手当受給者
等 

生活支援一課 

子育て支援課 

 

②  保護者の育児負担を軽減する 

子育て家庭の様々なニーズにより一時的に保育が必要となった乳幼児を預

かり、育児負担の軽減に努めます。また、一時的に子どもを預かるショート

ステイ事業やトワイライトステイ事業等、保護者の疾病や育児疲れ等により

一時的に子どもを養育することが困難になった場合の支援を行います。 
 

№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

再掲 

52 

重点 

産後ケア事業 

出産後、家族等から十分な育児等
の支援が受けられず、特に育児支
援を要する家庭を対象に産後ケア
事業（宿泊型・訪問型・日帰り型）
を実施します。 

生後４か月
未満の乳児
と産婦 

子ども家庭相談課
母子保健担当室 

再掲 
54 

重点 

養育支援訪問 

育児支援や家事援助等が必要であ
りながら、積極的に自ら求めてい
くことが困難な状況にある家庭
に、訪問による支援を行います。 

支援が必要
な家庭 

子ども家庭相談課
母子保健担当室 

104 

子育て短期支援
事業（子ども 
ショート 
ステイ） 

保護者が出産や病気等の理由によ
り、一時的に子どもの養育が出来
なくなった場合に預けることがで
きます。（夜間・休日養護もあり） 

１歳以上～
18歳未満 

子ども家庭相談課 

105 
重点 

子育て援助活動
支援事業 

地域における育児の相互援助を推
進し、多様なニーズへ対応するた

生後４か月
～小学生 

子育て支援課 
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№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

（ファミリー・
サポート・ 
センター） 

め、地域の中で、育児の援助を行
いたい人と育児の援助を受けたい
人が会員となり、保育園の送迎や
預かり等、育児についての助合い
を行います。 

106 一時預かり事業 

幼稚園・保育所（園）・ほっとるー
む等で、一時的に子どもを預かり
ます。幼稚園は、在園児の預かり
保育を行っています。 

生後６か月
～６歳 

幼児教育課 

保育課 

子育て支援課 

子どもわかもの課 
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③ 就労と子育てを両立できる保育環境を充実させる 

就労しながら、安心して子育てできる環境を整備します。 
 

№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

107 保育施設の充実 

民間の活力を活かし、保育需要に
応じた認可保育所の整備を推進し
ます。また、児童の安全確保のた
め、保育所の耐震対応等の老朽化
対策を推進します。 

未就学児の
保護者 

保育課 

再掲 

98 

ひとり親世帯の
保育所（園） 

入所選考 

保育（２・３号）認定施設の入所
選考について、利用調整基準の加
算項目に「母子・父子家庭」の項
を設けて審査を行います。 

ひとり親 

世帯 

保育課入所 

入園担当室 

108 延長保育事業 

保育所（園）等へのお迎えが、基
本の保育時間（施設が設定する時
間帯、標準時間認定11時間、短時
間認定８時間）を超える場合に延
長して保育します。 

就学前の 

子どもの 

保護者 

保育課 

109 
幼稚園の預かり
保育の推進 

働いている世帯の子どもが幼稚園
を利用できるよう、幼稚園の通常
の時間以外に長時間の保育を行う
預かり保育を推進します。 

３歳児～５
歳児 

幼児教育課 

110 
送迎保育 
ステーション 

保護者が就労していても幼稚園の
教育を選択しやすくするため、指
定幼稚園までバスで送迎します。 

３歳児～５
歳児 

保育課保育 

運営担当室 

111 
病児・病後児 

保育事業 

病気中又は病気の回復期で、集団
保育や家庭での保育が困難な児童
の保育を一時的に行います。 

生後 57 日 

～小学生 
子育て支援課 

再掲 
105 

子育て援助活動
支援事業 
（ファミリー・
サポート・ 
センター） 

地域における育児の相互援助を推
進し、多様なニーズへ対応するた
め、地域の中で、育児の援助を行
いたい人と育児の援助を受けたい
人が会員となり、保育園の送迎や
預かり等、育児についての助合い
を行います。 

生後４か月
から小学生 

子育て支援課 

再掲 

22 

放課後児童 

クラブ事業 

保護者が就労等の理由で昼間家庭
にいない児童を放課後に預かり、
児童の健全な育成を図ります。 

小学生 子育て支援課 

再掲 

23 
放課後ＫＩＤＳ
ルーム事業 

学校施設を活用して、小学生が放
課後等を安全に安心して活動でき
る場所を提供します。 

小学生 子育て支援課 

112 
保育士等確保 

事業 

指定保育士養成施設で修学し、卒
業後に保育士として市内民間保育
所等に勤務する意志のある方に対
して無利子で修学資金を貸し付け
るなどします。 

市内民間保
育所等に勤
務する意志
のある方 

保育課保育 

運営担当室 

 

  



資料４ 

76 

 

④ どのような環境の家庭においても親子の健康の維持・増進を図る 

各種健康診査の助成や歯科指導を行うなど、すべての親子が健康で生活で

きるよう環境を整備します。 

 

№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

113 ママパパ学級 

初めて母親･父親になる方が妊娠
中を健やかに過ごし、安心して出
産し、育児のイメージがもてるよ
うな講話や実習、地域の仲間づく
りを進めていきます。また、おや
こDE広場・子育て支援センターと
連携し、情報提供を充実させてい
きます。 

初めて 

母親･父親
になる人 

子ども家庭相談課
母子保健担当室 

再掲 

50 

妊婦健康診査 

妊婦歯科健康 

診査 

母子健康手帳の別冊の受診票によ
り、妊娠中に14回、委託医療機関
で受ける健康診査の費用を一部助
成します。原則として県内の医療
機関で健康診査が受けられます。
また、妊娠中に１回、市内の歯科
委託医療関において、無料で歯科
健康診査を受けられます。 

妊婦、産婦 
子ども家庭相談課
母子保健担当室 

再掲 
52 

新規 

産婦健康診査 

出産後間もない時期の産婦に対す
る健康診査を実施し、産後うつの
予防や新生児の虐待予防等を図り
ます。 

おおむね 

産後１か月
までの産婦 

子ども家庭相談課
母子保健担当室 

再掲 

74 
入院助産制度 

経済的理由により病院や助産所に
入院して出産することができない
と認められる人が、受けられる制
度です。 

妊婦 子ども家庭相談課 

再掲 

55 
乳幼児健康診査 

乳幼児の健康の保持増進を図るた
め、「乳児健康診査」「乳児股関節
健診」「１歳６か月児健康診査」「３
歳児健康診査」を実施します。 

乳幼児 
子ども家庭相談課
母子保健担当室 

114 予防接種事業  
病気から子どもを守り、感染症に
対する抵抗力をつくるために予防
接種を実施します。 

０歳～ 

高校生 
健康推進課 

115 食育の推進 

「食の大切さと郷土のすばらしさ
を知り、生涯を通じて健やかに生
きる」ことができるよう、「食育の
『わ』を広げよう」をキャッチフ
レーズとした「第３次松戸市食育
推進計画」のもと、食育を進めて
います。 

市民 健康福祉政策課 

  

m2021_01_001@outlook.jp
施策の体系図整理表では「妊婦健康診査」と「妊婦歯科健康診査」が同枠内に記載されています。枠を合体させて、事業概要修正しますか？
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№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

116 
わんぱく歯科 

くらぶ 

むし歯予防（歯と口腔の健康のた
め）の教室を実施します。 

２歳２か月～
３歳５か月 

子ども家庭相談課
母子保健担当室 

117  フッ化物洗口 

松戸歯科医師会と連携し、効果的
なむし歯予防法であるフッ化物洗
口を、保育所･幼稚園等で実施して
います。 

４・５歳 健康推進課 

118 
学校保健啓発 

事業 

歯科衛生に関する正しい知識の普
及・関心の向上、歯科疾患の予防・
早期発見・治療を目的とした事業
を実施しています。 

小中学生 保健体育課 

再掲 

44 

保健福祉 
センターでの 
健康・育児相談 

子どもや親が健康に過ごせるよう
に、妊娠中から、不安や心配なこ
と等について電話や面接で相談に
応じています（保健師：健康・育
児全般、栄養士：食生活、歯科衛
生士：歯と口腔の健康）。 

妊娠期～ 

子育て中の 

保護者 

子ども家庭相談課
母子保健担当室 
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 ４ 学びを応援 

（１）どのような環境にある子どもであっても将来にわたって安心

して教育が受けられるように教育費の負担を軽減する 

① 生活困窮度の高い子育て家庭の教育費の負担を軽減する 

経済的理由により子どもが教育の機会を逸することのないよう教育費の負

担の軽減を図ります。 

【主な事業】 

№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

再掲 

79 

新規 

幼児教育・保育
の無償化 

３歳児～５歳児の保育所（園）、認
定こども園の保育料及び小規模保
育施設、施設型給付幼稚園を含む
０～２歳児の非課税世帯の保育料
は不徴収。また、未移行幼稚園の
入園料、保育料、預かり保育料、
認可外保育施設の保育料を上限額
の範囲で給付します。 

３歳児～５
歳児までの
児童、又は
０～２歳児
の非課税世
帯の児童の
保護者 

幼児教育課 

保育課 

再掲 

80 

新規 

幼稚園の預かり
保育料の助成 

保育の要件を満たし、市の指定す
る幼稚園で預かり保育を利用した
場合、国の無償化超過分の費用の
一部を助成します。 

３歳児～５
歳児 

幼児教育課 

再掲 

77 
就学援助費 

松戸市に在住し、国公立小・中学
校に通学している児童生徒の保護
者で、児童扶養手当を受給されて
いる方、その他経済的にお困りの
方で、同一生計の家族全体の所得
が認定基準額に満たない場合等、
経済的な理由により子どもを就学
させることが困難な家庭に学用品
費や給食費等を援助します。 

小中学生 学務課 

再掲 

78 

生活保護法によ
る各種扶助費 

生活保護受給者に対し、不足分に
ついて、教育扶助（義務教育に伴
って必要な教材等の学用品、通学
用品、学校給食その他義務教育に
伴って必要なもの）を行います。 

小中学生 生活支援一課 

再掲 

97 

新規 

重点 

ひとり親家庭児
童学力向上応援
業務 

ひとり親家庭の経済的格差が学力
や進学、就職に影響を与えること
がないよう、学習意欲が高く、基
礎学力以上の学力習得を目指す生
徒に対し、学習塾に通う費用を助
成します。 

中学校２・３
年生、高等学
校２・３年生
等 

子育て支援課 

119 
高等学校入学資
金貸付制度 

生活困窮により入学困難な家庭の
子どもが、高等学校に入学する際
に、入学金等一時的に必要な資金
を無利子で貸し付けます。 

中学３年生
の保護者等 

子育て支援課 

児童給付担当室 

120 
奨学資金の貸付
け（無利子） 

経済的な理由で就学が困難な方に
対して、無利子の奨学資金の貸付
けを行っています。 

高校生 
千葉県教育委員
会 

再掲 
子どもの学習支
援事業 

経済的に困窮する家庭の小学5・6
年生、中学生、高校生に対して、
学習支援・居場所づくり・カウン

経済的に困
窮する家庭
の小学５・

生活支援一課 

子育て支援課 
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№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

96
重点 

セリングを行うことにより、基礎
学力の向上等を目指します。 

６年生・中
学生・高校
生 

※「新規」は、平成 30年度以降の新規事業を示す。 

 

（２）すべての子どもが、それぞれの能力や可能性を伸ばすことが

できるよう、学びの機会を充実させる 

① すべての子どもが学力を身に付ける機会を確保する 

家庭環境や世帯の所得に左右されず、子どもたちが適切な生活習慣や学力

を身に付け、その可能性を最大限伸ばせるよう学校でのきめ細かな指導を推

進します。また、生活困窮世帯やひとり親世帯等の子どもを対象とした学習

支援事業により学校の勉強の復習、宿題の習慣づけ、学び直し、受験のため

の進学支援等を行います。 

【主な事業】 
 

№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

121 

新規 
言語活用科 

全ての学習の基礎となる思考力・
判断力・表現力を養う日本語分野
と小学校から系統立てた英語学習
を進める英語分野により構成され
た小中一貫教育を推進し、子ども
たちの生きる力を育てます。 

小中学生 指導課 

再掲 

20 

まなび助っ人の
配置 

児童生徒の学力向上と地域人材の
活用を図るため、学校ごとに「ま
なび助っ人（補習支援員）」を募集
し活動を支援します。 

小中学生 
各学校 

（指導課） 

122 

新規 

ＩＣＴを活用し
た学習（ＧＩＧ
Ａスクール構
想） 

多様な子どもたちに誰一人取り残
すことなく資質・能力を育成でき
るよう、効果的にＩＣＴを活用し、
協働学習や個別学習を充実させま
す。 

小中学生 指導課 

再掲 

96
重点 

子どもの学習支
援事業 

経済的に困窮する家庭の小学5・6
年生、中学生、高校生に対して、
学習支援・居場所づくり・カウン
セリングを行うことにより、基礎
学力の向上等を目指します。 

経済的に困
窮する家庭
の小学５・
６年生・中
学生・高校
生 

生活支援一課 

子育て支援課 

再掲 

97 

新規 

重点 

ひとり親家庭児
童学力向上応援
業務 

ひとり親家庭の経済的格差が学力
や進学、就職に影響を与えること
がないよう、学習意欲が高く、基
礎学力以上の学力習得を目指す生
徒に対し、学習塾に通う費用を助
成します。 

中学校２・３
年生、高等学
校２・３年生
等 

子育て支援課 

再掲 

23 

放課後ＫＩＤＳ
ルーム事業 

学校施設を活用して、小学生が放
課後等を安全に安心して活動でき
る場所を提供します。 

小学生 子育て支援課 
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123 

新規 

中学校夜間学級
事業（第一中学
校みらい分校） 

さまざまな理由により義務教育を
修了できなかった人や不登校等に
より学び直しを希望する人が学べ
る公立中学校の夜間学級を開設し
ます。 

学齢期を超
えた市内在
住の方 

学務課 
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英語の授業風景 
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② 学習面で配慮が必要な子どもの学習を支援する 

不登校がちになっている場合、外国にルーツを持つなどにより日本語が不

自由な場合、障害がある場合など、困難を抱える子ども一人ひとりの状況に

配慮した支援を行います。 
 

№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

再掲 

58 

新規 

学校・家庭支援
ステーション
（ほっとステー
ション）訪問相
談 

家から出られない児童生徒の家庭
に対し、アウトリーチ型の支援相
談を行います。また、ほっとステ
ーションに来室してくる児童生徒
の居場所として、運動や遊び、学
習活動への支援を行っています。 

小中学生と 

その保護者 
教育研究所 

再掲 

27 
重点 

学校教育相談業
務（スクールソ
ーシャルワーカ
ー活用事業） 

スクールソーシャルワーカーが、
地域の関係機関と連携しながら児
童生徒の課題解決のため家庭環境
に福祉的アプローチを行います。 

小中学生 教育研究所 

124 

適応指導教室
（ふれあい学
級） 

不登校児童生徒が教育相談を行う
過程で、適応指導教室への通級を
通して、集団への適応力を高め社
会的自立を目標に段階的な支援を
行っています。 

４年生以上
の小中学校
の不登校ま
たは不登校
傾向の児童
生徒 

教育研究所 

125 

学校教育相談業
務（就学相談・
教育相談） 

子どもの発達課題や就学先・不登
校傾向等について、専門的立場か
ら相談に応じます。 

年長から 

小中学生と 

その保護者 

教育研究所 

再掲 

20 

まなび助っ人の
配置 

児童生徒の学力向上と地域人材の
活用を図るため、学校ごとに「ま
なび助っ人（補習支援員）」を募集
し活動を支援します。 

小中学生 
各学校 

（指導課） 

再掲 

100 

国際理解教育推
進業務による日
本語指導 

日本語指導協力者が、母語を交え
た日本語指導を行います。また、
授業中そばに付き添って通訳をし
ます。必要に応じて、学校と保護
者間の通訳も行います。 

小中学生 指導課 

再掲 

102 

新規 

重点 

日本語教室 

（公財）松戸市国際交流協会と松
戸日本語ボランティア会の共催事
業として、15歳以上の市民を対象
に日本語教室を開催しています 

15 歳以上の 

市民 
文化観光国際課 

再掲 

101 

新規 

外国人の子ども
への学習支援 

認定NPO法人の主催で、日本語で困
っている等、同じ悩みを持つ子ど
もたちが集まって勉強する場を提
供します。 

日本語を母語と
しない子ども 

文化観光国際課 
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③ 学校や地域において、様々な体験活動の機会を提供する 

様々な体験活動の機会を提供し、子どもの体験不足の解消を図ります。 
 

№ 名称 事業概要 
主な対象

者 
担当課（室） 

再掲 

４ 

新規 

重点 

子どもの職業体
験イベント 

生活困難層だけでなく、広く子ど
もたちが参加できる職業体験イ
ベントや職業人によるワークシ
ョップ等を実施し、子どもたちの
将来の夢を培う。 

小中学生 

子ども政策課 

子どもの未来 

応援担当室 

再掲 

５ 
夢の教室の実施 

市立小学校全校5年生を対象に、
オリンピック出場経験のあるス
ポーツ選手、現役サッカー選手を
はじめさまざまな種目で活躍す
るアスリート、そのOBやOGらを
「夢先生」として学校に迎え、「夢
を持つことの大切さ」や「仲間と
協力することの大切さ」をゲーム
やトークを通じて子どもたちに
伝えていきます。 

小学生 
東京オリンピック・
パラリンピック 
推進課 

126 
重点 

中高生と乳幼児
のふれあい体験 

中高生が命の大切さを学び、将来
親となる準備として、市内の中学
校と高校で乳幼児の親子とのふ
れあい体験を実施します。 

中高生 
子育て支援課 

子どもわかもの課 

再掲 

３ 

重点 

ゲットユアドリ
ーム 

中学生が、地域のさまざまな職業
や経歴の大人と交流し、多様な価
値観に触れ、将来の夢を考える機
会を提供します。 

中学生 子どもわかもの課 

127 

重点 
こどもモニター 

子どもたちの意見が市政に反映
できるよう、こどもモニターの事
業を推進します。 

小中学生 子どもわかもの課 

128 

新規 

重点 

子どもの体験プ
ログラムの実施 

主に小学生を対象に、夏休み等を
利用して、スポーツ・ものづくり
等、さまざまな体験プログラムを
実施し、子ども同士や地域の大
人・若者との世代間交流もできる
場を提供します。 

小学生 生涯学習推進課 

129 
青少年教室・青
年講座 

青少年の学びと自立を育むため、
多様な体験や交流、学びの機会の
充実を図り、学校や家庭以外の自
主的な活動や体験の機会を提供
します。 

小学生～ 

青年期 
生涯学習推進課 

130 
Ｌｅｔ‘ｓ体験
の実施 

中学生から20代の青少年が、夏休
み期間を活用し、地域のさまざま
な課題解決に取り組む市民活動
団体の活動現場で、ボランティア
活動を体験します。 

中学生～高
等教育期 

まつど市民活動 
サポートセンター 

（市民自治課） 

131 
博物館学習支援
事業 

「米づくりと展示づくり」など、
楽しみながら歴史の学習ができ
る「こども体験教室」を開催しま
す。 

小中学生 博物館 
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（３）すべての子どもが健やかに育つように家庭教育についての理

解を深める取組を推進する 

① 家庭教育の大切さを普及啓発し、理解を深める 

子育ての充実感を持つことができるように、保護者が学ぶ機会を提供しま

す。 

【主な事業】 
 

№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

132 
ブックスタート
事業 

乳児家庭全戸訪問の際に「ブック
スタート・パック」を贈り、絵本
を通じて乳児と保護者がゆったり
とした心ふれあうひとときを持つ
きっかけを作ります。 

乳児家庭全
戸訪問対象
の乳児とそ
の保護者 

幼児教育課 

再掲 

113 
ママパパ学級 

初めて母親･父親になる方が妊娠
中を健やかに過ごし、安心して出
産し、育児のイメージがもてるよ
うな講話や実習、地域の仲間づく
りを進めていきます。また、おや
こDE広場・子育て支援センターと
連携し、情報提供を充実させてい
きます。 

初めて母親･
父親になる
人 

子ども家庭相談課
母子保健担当室 

133 
親力向上セミナ
ー 

子育て中の保護者と接する機会の
多い、地域子育て支援拠点のスタ
ッフ等の支援者がスキルアップ
し、関わることができるよう、研
修や講座を実施します。 

支援者及び
保護者 

子どもわかもの課 

134 
松戸市版幼児家
庭教育の推進 

「まつどっ子未来のために今」（幼
児家庭教育パンフレット）の普及、
パートナー講座、講演会を通じて、
保護者の学びや育ちを支えます。 

保護者 生涯学習推進課 

再掲 

32 

家庭教育力向上
の支援 

子どもの発達段階に応じた、家庭
教育力の向上を支援します。全小
学校に「家庭教育学級」を設置し、
学校と連携し保護者の学びを支援
しています。 

保護者 生涯学習推進課 

再掲 

126 

重点 

中高生と乳幼児
のふれあい体験 

中高生が命の大切さを学び、将来
親となる準備として、市内の中学
校と高校で実施している乳幼児の
親子とのふれあい体験を実施しま
す。 

中高生 子どもわかもの課 

135 
親のための性教
育 

親が「性」について正しい知識を持
ち、子どもへの適切な対応ができる
ように取り組んでいきます。 

保護者 男女共同参画課 

136 思春期保健業務 

親が「性の健康」について正しい
知識を持ち、子どもへの適切な対
応できるように、パートナー講座
「親のための性教育講座」の実施、
電話や面接での相談に応じていま
す。 

保護者 
子ども家庭相談課
母子保健担当室 

※「新規」は、平成 30年度以降の新規事業を示す。 
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中高生と乳幼児のふれあい体験 
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５ 仕事を応援 

（１）保護者の生活基盤の向上に向け、安定した就労につながる

よう支援する  

子育て世帯の経済的自立や生活の安定に向けて、保護者の就労支援や学び

直しの支援を行います。 

 

①  保護者に対する就労に関する情報提供及び相談の充実を図る 

就労による経済的自立や生活の安定を図るため、職業紹介や就労支援など

を行い、保護者の就労機会の確保に努めます。 

【主な事業】 
 

№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

再掲 

89
重点 

母子・父子就労
促進プログラム 

児童扶養手当受給者の自立を促進
するため、母子・父子自立支援プ
ログラム策定員を配置し、就職支
援を実施します。 

ひとり親 

家庭の 

保護者 

子育て支援課 

再掲 

92 

ジョイントワー
ク松戸 

市とハローワークが連携し、生活
保護受給者、児童扶養手当受給者
等に対する一体的な就労支援を実
施します。 

生活保護 
受給者、 
児童扶養 
手当受給者
等 

生活支援一課 

子育て支援課 

137 
就労準備支援事
業 

直ちに一般就労への移行が困難な
人に対し、一般就労に必要な知識
及び能力の向上が図られるよう、
生活訓練や社会訓練を実施しま
す。 

経済的に 

困窮 

している人 

生活支援一課 

138 
生活保護受給者
に対する就労支
援 

キャリアコンサルティング、履歴
書・面接対策、職業紹介等の就労
支援を行います。また、すぐ就労
することが困難な人に就労する準
備として生活習慣や社会的能力の
形成、就労体験の場の提供などを
行います。 

生活保護 

受給者 
生活支援一課 

139 

新規 

就職氷河期世代
キャリアチャレ
ンジ事業 

就職氷河期世代の就労・正社員化
を促進するため、社会人基礎力の
向上の支援及び市内企業とのマッ
チングを図ります。 

現在おおむ
ね 35 歳以上
49 歳以下の
非正規で働
く就職氷河
期世代の人 

商工振興課 

140 

求人・求職対策
支援業務 

（就労支援サイ
ト Let's まつ
ど） 

Let'sまつどは、事業者と求職者を
結ぶ松戸市の就労支援サイトで
す。松戸市と松戸市周辺の求人情
報に加え、松戸市で実施している
セミナーや合同企業説明会などの
情報も掲載しています。 

就労を希望
する市民 

商工振興課 
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№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

141 
まつど女性就
労・両立支援相
談事業 

子育て・介護等との両立等、個々の
ライフスタイルにあった就労ができ
るよう、キャリアコンサルタントが個
別にカウンセリングを行い、子育て
や介護のサービス等の情報提供を
しながら就労支援を行っています。 

就労または 

就労継続を 

希望する 

女性 

男女共同参画課 

142 再就職支援事業 
ハローワーク松戸と連携した再就
職支援セミナー等を実施します。 

就労を希望
する女性 

男女共同参画課 

143 
労働支援事業
（労働相談） 

解雇や長時間労働、セクハラやパ
ワハラ等労働に関する相談に社会
保険労務士が対応します。 

勤労者 商工振興課 

※「新規」は、平成 30年度以降の新規事業を示す。 

 

②  保護者に対する就労に役立つ資格取得や学び直しを支援する 

就労による経済的自立や生活の安定を図るため、資格取得・教育訓練のた

めの支援を行います。 
 

№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

再掲 

90 

重点 

ひとり親家庭就
労促進事業 

ひとり親家庭の父・母及び寡婦に
対し、就労に必要な資格技能を習
得するための講習を受ける経費を
助成します。 

ひとり親 

家庭の 

保護者 

子育て支援課 

再掲 

91 

母子家庭等高等
訓練促進事業 

就業に結びつきやすい資格取得の
ための養成訓練受講中、一定期間、
高等訓練促進費を支給することに
より、生活の負担の軽減を図り、
資格取得を容易にします。 

ひとり親 

家庭の 

保護者 

子育て支援課 

144 

ひとり親家庭高
等学校卒業程度
認定試験合格支
援事業 

高等学校を卒業していない（中退
を含む）ひとり親家庭の親または
その子どもが、より良い条件での
就業や転職をするために、高等学
校卒業程度認定試験の合格を目指
す場合に、助成金を支給します。 

ひとり親 

家庭の 

保護者 

子育て支援課 

再掲 

102 

新規 

重点 

日本語教室 

ビジネス日本語
教室 

（公財）松戸市国際交流協会と松
戸日本語ボランティア会の共催事
業として、15歳以上の市民を対象
に日本語教室を開催しています 

15歳以上の 

市民 
文化観光国際課 
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（２）子どもの社会的自立に向け、安定した就労につながるよう 

支援する 

① 子どもや若者が安定した就労につながるよう、就労支援や相談支援の充
実を図る 

生活困窮世帯等の子どもを対象に将来の就職に向けた相談等の支援を行い

ます。また、高校を中途退学したり無業等の状態にある若者を対象に、就職

のための資格取得の支援等、社会的自立に向けた支援を行います。 

【主な事業】 

№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

145 
地域若者サポー
トステーション 

ニート等の若者の就労を一貫して
支援するため、職業的自立に向け
た就労に必要な研修（キャリア開
発プログラム）や臨床心理相談等
を実施します。 

15歳以上～ 

おおむね 

49歳までの 

現在無業の
人 

商工振興課 

146 
若者就労支援業
務（まつど合同
企業説明会） 

地元での就職を希望する若者と人
材確保に悩む市内企業との出会い
の場を提供する「まつど合同企業
説明会」を開催します。 

15歳以上～ 

おおむね 

49歳までの 

就職を希望
する人 

商工振興課 

再掲 

144 

ひとり親家庭高
卒認定試験合格
講座受講料助成 

高等学校を卒業していない（中退
を含む）ひとり親家庭の親または
その子どもが、より良い条件での
就業や転職をするために、高等学
校卒業程度認定試験の合格を目指
す場合に、助成金を支給します。 

ひとり親 

家庭の 

子ども 

子育て支援課 

147 

生活保護法によ
る各種扶助費
（生業扶助費）
（技能修得、就
職支度費） 

生活保護受給者に対し、不足分に
ついて、技能習得に関する扶助（授
業料、教科書、教材費等）を行いま
す。ただし、これによって自立助
長に効果が見込まれる場合に限り
ます。就職が確定した場合で、働
くのに必要な衣類、道具などの費
用がない場合には、就職支度費を
支給します。 

生活保護 

受給者 
生活支援一課 
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６ 住まいを応援 

複合的な課題を抱える生活困窮世帯やひとり親家庭等の子育て世帯に、生

活や健康を支えるための支援をします。 

 

（１）子育て家庭の生活基盤の安定に向け、住居にかかわる 

支援を推進する 

① 生活困窮度の高い子育て家庭に対し、住居確保に向けた支援や住居にか
かる費用負担の軽減に取り組む 

ひとり親世帯等で住居に困っている子育て世帯について、市営住宅に係る

優先入居のほか、入居者負担の軽減や子育て世帯等の住宅確保要配慮者向け

民間賃貸住宅の情報提供等を行います。 

【主な事業】 
 

№ 名称 事業概要 主な対象者 
担当課
（室） 

148 
市営住宅の入居
者優遇措置 

母子・父子世帯の申込の際、抽選
の優遇措置が受けられます。 

ひとり親 

世帯 
住宅政策課 

149 
市営住宅の費用
負担の軽減 

市営住宅の家賃算定の際、母子・
父子等控除を行い、費用負担に配
慮します。 

ひとり親 

世帯 
住宅政策課 

150 
住宅確保要配慮
者への居住支援
サービス 

高齢者、障害者、子育て世帯等の
住宅確保要配慮者の入居を拒まな
い民間賃貸住宅の情報提供を行い
ます。 

高齢者、 

障害者、 

子育て 

世帯等 

住宅政策課 

151 
一時生活支援事
業 

一定の住居を持たない人や住居形
態が不安定な人等に対し、一定期
間、宿泊場所や食事等を提供し、
生活基盤を整えたうえで住宅の確
保や求職活動等の自立を支援しま
す。 

生活に困窮 

する一定の 

住居を 

持たない人等 

生活支援一課 

152 住居確保給付金 

離職や自営業の廃止、又は個人の
責任・都合によらない就業機会等
の減少により離職や廃業と同程度
の状況になり、経済的に困窮し、
住居を喪失した人又は喪失するお
それのある人を対象に、家賃相当
分の給付金を支給します。 

住居を喪失 

している、
又はその 

おそれの 

ある人 

生活支援一課 

153 
生活保護法によ
る各種扶助費
（住宅扶助費） 

生活保護受給者に対し、不足分に
ついて、住宅扶助（住居費、補修
その他住宅の維持のために必要な
もの）を行います。 

生活保護 

受給者 
生活支援一課 
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 〇 松戸市における妊娠・出産から子どもの社会的自立までの切れ目のない支援 

 

妊婦健

診・妊婦

歯科健診

ママパパ

学級

妊婦訪問

産婦検診

乳児家庭

全戸訪問

フッ化物洗口

乳幼児一時預かり事業

保育所（園）・認定こども園

延長保育事業

小規模保育施設

各種乳幼児健診

わんぱく歯科くらぶ

保育所（園）

地域活動事業（園庭開放）

おやこＤＥ広場・子育て支援センター

（子育てコーディネーター）

ブックスタート

ジョイントワーク松戸

まつど女性就労・両立支援相談

ひとり親家庭就労支援事業（自立支援プログラム、自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金等）

松戸市自立相談支援センター

市営住宅の入居者優遇措置

市営住宅の費用負担の軽減

住宅確保要配慮者への居住支援サービス

一時生活支援事業

住居確保給付金

生活保護法による各種扶助費（住宅扶助費）

産後ケア事業

松戸市就労支援サイト「Let'sまつど」

食育の推進

子育て支援機関による情報交換会

子どもの未来応援講演会

福祉相談機関連絡会

民生委員・児童委員による見守り活動

基幹相談支援センターCoCo

ひとり親家庭相談

福祉まるごと相談窓口

子育て情報サイト「まつどDE子育て」、まつどDE子育てLINE、アプリ「母子モ」、子育てガイドブック

人権相談、外国人相談、外国人向けホームページ、多言語版生活ガイドブック、庁内通訳派遣等

生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金）

入院助産制度

親子すこやかセンター・保健福祉センター

養育支援訪問

幼児教育パンフレット

子ども家庭総合支援拠点（家庭児童相談・婦人相談）

高等教育期妊娠前～出産直後 0～2歳 3～6歳 小学校 中学校
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高等教育期妊娠前～出産直後 0～2歳 3～6歳 小学校 中学校

合同企業説明会

若年無業者就労促進

等費用助成

サポステ・就職応援

セミナー

青少年教室・青年講座

ゲットユアドリーム

中高生の居場所づくり

中高生と乳幼児のふれあい体験

高等学校修学資金貸

付

地域若者サポートス

テーション

適応指導教室

学校・家庭支援ステーション

就学援助費

青少年相談

子どもの学習支援事業

まなび助っ人活用

幼保小連携

就学相談・教育相談

放課後の居場所

放課後児童クラブ

子ども夢フォーラム

子どもの職業体験イベント

スクールソーシャルワーカー活用事業

学校支援地域連携事業

スクールソーシャルワーカー

いじめの電話相談

言語活用科

送迎保育事業

病児・病後児保育

遺児手当

児童館・こども館（家庭教育相談員・子育てコーディネーター）

予防接種事業

ひとり親家庭等医療費等助成

生活保護法に基づく教育扶助費、入学準備金、進学準備給付金、生業扶助費

児童扶養手当

こどもショートステイ

幼稚園の預かり保育

料助成

幼稚園預かり保育

ファミリー・サポート・センター
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第 章    計画の推進 

 

 

１ 計画の推進体制 

計画の推進にあたっては市民、NPO、地域の施設・機関・団体等の多様な

主体と連携し、情報を共有しながら、市民全体で総合的に取り組んでいきま

す。 

また、市役所内の横断的組織「子どもの未来応援検討チーム」において、

計画の推進について定期的に評価・検証を行うとともに、松戸市子ども総合

計画の進捗管理と連動させた管理を行います。 

 

 

２ 計画の進捗管理 

計画期間においては、国、県の施策や動向を注視しながら、各施策の進捗

状況等を評価・検証し、支援を必要とする子どもやその家庭にとって効果的

な対策をとれるように、適宜、各施策の修正・追加などを実施していきます

（PDCAサイクルの導入）。さらに、平成26年に策定された「子どもの貧困

対策に関する大綱」は、おおむね５年を目途に見直しを検討するとされてい

ますので、その動向等も視野に入れながら実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務の実施が計画に 

沿っているかどうかを 

確認する 

従来の実績や将来の予測 

などを基にして業務計画 

を作成する 

実施が計画に沿って 

いない部分を調べて 

改善する 

計画に沿って業務を行う 

策定 

Action 
改善 

Plan 

Do Check 
実施 評価 
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第 章    参考資料 

 

 

１ 子どもの貧困対策の推進に関する法律 

（平成二十五年六月二十六日法律第六十四号 令和元年法律第四十一号による

改正） 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、

全ての子どもが心身ともに健やかに育成され、及びその教育の機会均等が保障され、子ども一人一人が夢

や希望を持つことができるようにするため、子どもの貧困の解消に向けて、児童の権利に関する条約の精

神にのっとり、子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困

対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 子どもの貧困対策は、社会のあらゆる分野において、子どもの年齢及び発達の程度に応じて、その

意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、子どもが心身ともに健やかに育成されることを旨

として、推進されなければならない。 

２ 子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の安定に資するための支援、職業生活の安定

と向上に資するための就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの現在及び将来がその生まれ育った環

境によって左右されることのない社会を実現することを旨として、子ども等の生活及び取り巻く環境の状

況に応じて包括的かつ早期に講ずることにより、推進されなければならない。 

３ 子どもの貧困対策は、子どもの貧困の背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、推進されなけれ

ばならない。 

４ 子どもの貧困対策は、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関連分野における総合

的な取組として行われなければならない。 

（国の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり、子どもの貧困対策を総

合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、子どもの貧困対策に関し、国と協力しつつ、当該地域の状

況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第五条 国民は、国又は地方公共団体が実施する子どもの貧困対策に協力するよう努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第六条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなけ

ればならない。 

（子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況の公表） 

第七条 政府は、毎年一回、子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況を公表しなければなら

ない。 
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第二章 基本的施策 

 

（子どもの貧困対策に関する大綱） 

第八条 政府は、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、子どもの貧困対策に関する大綱（以下「大綱」

という。）を定めなければならない。 

２ 大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 子どもの貧困対策に関する基本的な方針 

二 子どもの貧困率、一人親世帯の貧困率、生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率、生活保護世

帯に属する子どもの大学等進学率等子どもの貧困に関する指標及び当該指標の改善に向けた施策 

三 教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就

労の支援、経済的支援その他の子どもの貧困対策に関する事項 

四 子どもの貧困に関する調査及び研究に関する事項 

五 子どもの貧困対策に関する施策の実施状況についての検証及び評価その他の子どもの貧困対策に関す

る施策の推進体制に関する事項 

３ 内閣総理大臣は、大綱の案につき閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、大綱を公表しなければなら

ない。 

５ 前二項の規定は、大綱の変更について準用する。 

６ 第二項第二号の「子どもの貧困率」、「一人親世帯の貧困率」、「生活保護世帯に属する子どもの高等学校

等進学率」及び「生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率」の定義は、政令で定める。 

（都道府県計画等） 

第九条 都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県における子どもの貧困対策についての計画（次項及び

第三項において「都道府県計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、大綱（都道府県計画が定められているときは、大綱及び都道府県計画）を勘案して、当該市

町村における子どもの貧困対策についての計画（次項において「市町村計画」という。）を定めるよう努

めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県計画又は市町村計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

（教育の支援） 

第十条 国及び地方公共団体は、教育の機会均等が図られるよう、就学の援助、学資の援助、学習の支援そ

の他の貧困の状況にある子どもの教育に関する支援のために必要な施策を講ずるものとする。 

（生活の安定に資するための支援） 

第十一条 国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子ども及びその保護者に対する生活に関する相談、貧

困の状況にある子どもに対する社会との交流の機会の提供その他の貧困の状況にある子どもの生活の安

定に資するための支援に関し必要な施策を講ずるものとする。 

（保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援） 

第十二条 国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子どもの保護者に対する職業訓練の実施及び就職のあ

っせんその他の貧困の状況にある子どもの保護者の所得の増大その他の職業生活の安定と向上に資する

ための就労の支援に関し必要な施策を講ずるものとする。 

（経済的支援） 

第十三条 国及び地方公共団体は、各種の手当等の支給、貸付金の貸付けその他の貧困の状況にある子ども

に対する経済的支援のために必要な施策を講ずるものとする。 

（調査研究） 

第十四条 国及び地方公共団体は、子どもの貧困対策を適正に策定し、及び実施するため、子どもの貧困に

関する指標に関する研究その他の子どもの貧困に関する調査及び研究その他の必要な施策を講ずるもの

とする。  
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第三章 子どもの貧困対策会議 

 

（設置及び所掌事務等） 

第十五条 内閣府に、特別の機関として、子どもの貧困対策会議（以下「会議」という。）を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 大綱の案を作成すること。 

二 前号に掲げるもののほか、子どもの貧困対策に関する重要事項について審議し、及び子どもの貧困対策

の実施を推進すること。 

３ 文部科学大臣は、会議が前項の規定により大綱の案を作成するに当たり、第八条第二項各号に掲げる事

項のうち文部科学省の所掌に属するものに関する部分の素案を作成し、会議に提出しなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、会議が第二項の規定により大綱の案を作成するに当たり、第八条第二項各号に掲げる

事項のうち厚生労働省の所掌に属するものに関する部分の素案を作成し、会議に提出しなければならな

い。 

５ 内閣総理大臣は、会議が第二項の規定により大綱の案を作成するに当たり、関係行政機関の長の協力を

得て、第八条第二項各号に掲げる事項のうち前二項に規定するもの以外のものに関する部分の素案を作成

し、会議に提出しなければならない。 

６ 会議は、第二項の規定により大綱の案を作成するに当たり、貧困の状況にある子ども及びその保護者、

学識経験者、子どもの貧困対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必

要な措置を講ずるものとする。 

 

（組織等） 

第十六条 会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。 

３ 委員は、会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。 

４ 会議の庶務は、内閣府において文部科学省、厚生労働省その他の関係行政機関の協力を得て処理する。 

５ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

附 則 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

 

（検討） 

第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要が

あると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの

とする。 

 

附 則 （令和元年六月一九日法律第四一号） 

 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の子どもの貧困対策の推進に関す

る法律（以下この項において「新法」という。）の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新

法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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２ 子供の貧困対策に関する大綱 
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 ３ 国の子供の貧困に関する指標 

 

【教育の支援】 

№ 指標 全国 松戸市 

１ 
生活保護世帯に属する子供の
高等学校等進学率 

93.7％ 

（平成30年4月1日現在） 

92.1％ 

（令和2年4月1日現在） 

２ 
生活保護世帯に属する子供の
高等学校等中退率 

4.1％ 

（平成30年4月1日現在） 

4.2％ 

（令和2年4月1日現在） 

３ 
生活保護世帯に属する子供の
大学等進学率 

36.0％ 

（平成30年4月1日現在） 

41.7％ 

（令和2年4月1日現在） 

４ 
児童養護施設
の子供の 
進学率 

中学校 
卒業後 

95.8％ 

（平成30年5月1日現在） 
－ 

５ 
高等学校等
卒業後 

30.8％ 

（平成30年5月1日現在） 
－ 

６ 
ひとり親家庭の子供の就園率
（保育所・幼稚園等） 

81.7％ 

（平成28年11月1日現在） 
－ 

７ 
ひとり親 
家庭の子供の
進学率 

中学校 
卒業後 

95.9％ 

（平成28年11月1日現在） 
－ 

８ 
高等学校等
卒業後 

58.5％ 

（平成28年11月1日現在） 
－ 

９ 
全世帯の子供の高等学校 
中退率 

1.4％ 

（平成30年度） 
－ 

10 
全世帯の子供の高等学校 
中退者数 

48,594人 

（平成30年度） 
－ 

11 
スクールソー
シャル 
ワーカーに 
よる対応 
実績のある学
校の割合 

小学校 
50.9％ 

（平成30年度） 

17.8％ 

（令和2年3月31日現在） 

12 中学校 
58.4％ 

（平成30年度） 

35.0％ 

（令和2年3月31日現在） 

13 
スクール 
カウンセラー
の配置率 

小学校 
67.6％ 

（平成30年度） 

県15.6％ 

（令和2年3月31日現在） 

14 中学校 
89.0％ 

（平成30年度） 

県100％ 

（令和2年3月31日現在） 

15 

就学援助制度に関する周知 
状況（入学時及び毎年度の 
進級時に学校で就学援助制度
の書類を配布している市町村
の割合） 

65.6％ 

（平成29年度） 

市内公立学校配布済 

（令和2年3月31日現在） 

「－」表記は、数値を算出していないもの  
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№ 指標 全国 松戸市 

16 
新入学児童
生徒学用品
費等の 
入学前支給
の実施状況 

小学校 
47.2％ 

（平成30年度） 

令和元年度入学予定者
から実施 

17 中学校 
56.8％ 

（平成30年度） 

平成30年度入学予定者
から実施 

18 

高等教育の
修学支援 
新制度の 
利用者数 

大学 － － 

19 短期大学 － － 

20 
高等専門 
学校 

－ － 

21 専門学校 － － 

「－」表記は、数値を算出していないもの 

 

【生活の安定に資するための支援】 

№ 指標 全国 松戸市 

22 

電気、ガス、
水道料金の 
未払い経験 

ひとり親世帯 

電気料金 14.8％ 

ガス料金 17.2％ 

水道料金 13.8％ 

（平成29年） 

－ 

23 
子供がある
全世帯 

電気料金 5.3％ 

ガス料金 6.2％ 

水道料金 5.3％ 

（平成29年） 

－ 

24 

食料又は衣服
が買えない 
経験 

ひとり親世帯 

食料が買えない経験 

34.9％ 

衣服が買えない経験 

39.7％ 

（平成29年） 

－ 

25 
子供がある
全世帯 

食料が買えない経験 

 16.9％ 

衣服が買えない経験 

20.9％ 

（平成29年） 

－ 

26 子供がある 
世帯の世帯員
で頼れる人が
いないと 
答えた人の 
割合 

ひとり親世帯 

重要な事柄の相談 

8.9％ 

いざという時のお金の援
助 

 25.9％ 

（平成29年） 

－ 

27 
等価世帯所
得第Ⅰ～Ⅲ
＋分位 

重要な事柄の相談 7.2％ 

いざという時のお金の援
助 

 20.4％ 

（平成29年） 

－ 

「－」表記は、数値を算出していないもの 
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【保護者の職業生活の安定と向上に資するための就労の支援】 

№ 指標 全国 松戸市 

28 

ひとり親家庭
の親の就業率 

母子世帯 
80.8％ 

（平成27年） 
－ 

29 父子世帯 
88.1％ 

（平成27年） 
－ 

30 ひとり親家庭
の親の正規の
職員・従業員
の割合 

母子世帯 
44.4％ 

（平成27年） 
－ 

31 父子世帯 
69.4％ 

（平成27年） 
－ 

「－」表記は、数値を算出していないもの 

 

【経済的支援】 

№ 指標 全国 松戸市 

32 

子供の貧困率 

国民生活 
基礎調査 

13.9％ 

（平成27年） 
－ 

33 
全国消費 
実態調査 

7.9％ 

（平成26年） 
－ 

34 

ひとり親世帯
の貧困率 

国民生活 
基礎調査 

50.8％ 

（平成27年） 
－ 

35 
全国消費 
実態調査 

47.7％ 

（平成26年） 
－ 

36 
ひとり親家庭
のうち養育費
についての 
取決めをして
いる割合 

母子世帯 
42.9％ 

（平成28年度） 
－ 

37 父子世帯 
20.8％ 

（平成28年度） 
－ 

38 
ひとり親家庭
で養育費を 
受け取って 
いない子供の
割合 

母子世帯 
69.8％ 

（平成28年度） 
－ 

39 父子世帯 
90.2％ 

（平成28年度） 
－ 

「－」表記は、数値を算出していないもの 
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４ 松戸市子どもの未来応援プラン策定経過  

日付 名称 内容 

令和２年９月４日～ 

９月２３日 
支援団体ヒアリング調査 

・子どもの支援に関わる 
専門職のヒアリングを実施 

令和２年６月２２日 
令和２年度第１回松戸市 
子どもの未来応援検討 
チーム会議（書面開催） 

・第２期子どもの未来応援 
プランの策定について 

・子どもの未来応援懇談会の
設置について 

令和２年７月２２日～ 

８月７日 

第１期松戸市子どもの未来
応援プラン進捗状況調査 

・平成30年度、31年度の進捗
状況調査及び令和２年度の
取組予定について調査を 
実施 

令和２年９月４日～ 

９月２３日 
支援者ヒアリング 

・子どもの支援に関わる 
専門職のヒアリングを実施 

令和２年１２月１８日 
令和２年度第２回松戸市 
子どもの未来応援検討 
チーム会議（書面開催） 

・松戸市子どもの未来応援 
プラン 
（平成30年度～令和２年度）
の進捗状況について 

・第２期松戸市子どもの未来
応援プラン骨子案及び素案
イメージについて 

・第２期松戸市子どもの未来
応援プランに掲載する各課
の事業について 

令和２年１２月１８日 
令和２年度第１回松戸市 

子どもの未来応援懇談会 

・第２期松戸市子どもの未来
応援プラン骨子案及び素案
イメージについて 

・第２期松戸市子どもの未来
応援プランに掲載する各課
の事業について 

令和３年３月２５日 
令和２年度第２回松戸市 

子どもの未来応援懇談会 

・第２期松戸市子どもの未来
応援プラン素案について 

令和３年７月１２日 
令和３年度第１回松戸市 
子どもの未来応援検討 
チーム会議（書面開催） 

・第２期松戸市子どもの未来
応援プラン素案策定スケジ
ュールについて 

令和３年７月２６日 第１回子ども子育て会議 
・第２期松戸市子どもの未来
応援プラン素案について 

令和 年 月  日 第２回子ども子育て会議 
・パブリックコメントの実施

について 
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５ 松戸市子どもの未来応援懇談会名簿 

本計画策定期間（令和２年度）における松戸市子どもの未来応援懇談会の

構成員は次のとおりです。 

 

No 分野 所属 氏 名 備考 

1 学識経験者 流通経済大学法学部准教授 坂 野  喜 隆 座長 

2 学識経験者 聖徳大学心理・福祉部准教授 須 田  仁  

3 福祉関係 社会福祉法人晴香監事 沖  和 汎  

4 教育関係 松戸市教育委員 山 田  達 郎  

5 地域団体 
NPO 法人子どもの環境を守る会
Ｊワールド理事長 

三 浦  輝 江  
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６ 子どもの未来応援検討チーム名簿 

本計画策定期間における松戸市子どもの未来応援検討チーム（庁内組織）

の構成員は次のとおりです。 

 

  
No 分野 令和２年度 令和３年度 

1 総務部行政経営課長 三根 秀洋 三根 秀洋 

2 総合政策部政策推進課長 大竹 英貴 大竹 英貴 

3 経済振興部商工振興課長 秋庭 良一 秋庭 良一 

4 健康福祉部健康福祉政策課長 福井 進吾 飯野 幸子 

5 福祉長寿部生活支援一課長 本木 健司 本木 健司 

6 子ども部子ども政策課長（座長） 板花 克 板花 克 

7 子ども部子育て支援課長 秋田 敦子 秋田 敦子 

8 子ども部子どもわかもの課長 大川 潤 大川 潤 

9 子ども部子ども家庭相談課長 長谷川 明美 長谷川 明美 

10 子ども部幼児教育課長 齊藤 啓子 齊藤 啓子 

11 子ども部保育課長 山内 将 山内 将 

12 街づくり部住宅政策課長 岡田 卓 岡田 卓 

13 生涯学習部教育企画課長 菊地 治秀 川野 康仁 

14 学校教育部学務課長 近松 真哉 石橋 聡 

15 学校教育部指導課長 吉野 桂子 菊地 聖子 

16 学校教育部保健体育課長 加藤 将秀 久保田 昭彦 

17 学校教育部教育研究所長 野﨑 隆 佐藤 正大 
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７ 子ども・子育て会議委員名簿  

（公募委員確定後掲載予定） 
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 ８ パブリックコメント（意見募集）の実施結果  
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 ９ 用語解説 

【あ行】 

ＩＣＴ  

Information and Communication Technologyの略で、情報通信技術のことです。 

 

一時預かり事業 

家庭において保育を受けることが一時的に困難になった乳幼児について、主として昼間に一時的に

預かり、必要な保護を行う事業のことです。 

 

ＮＰＯ法人 

NPOは、継続的、自発的に社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。「NPO法人」

という場合は、特定非営利活動促進法に基づき法人格が付与された特定非営利活動法人です。 

 

親子すこやかセンター（子育て世代包括支援センター） 

母子保健法により市町村が設置するセンターで、主に妊産婦及び乳幼児の実情を把握し、妊娠・出

産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要に応じて支援プランの策定や、地域の保健医療又は福

祉に関する機関との連絡調整を行うなど、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対し

て切れ目のない支援を提供するワンストップ拠点です。 

 

おやこＤＥ広場 

おおむね０～３歳児を対象に、無料開放されている屋内の遊び場のことです。保護者の相談や交流の

場としての機能も持ちます。 

 

【か行】 

学校・家庭支援ステーション（ほっとステーション） 

児童生徒・保護者の不安な気持ちをケアするために、「登校しぶり・不登校の相談」「子育て相談・

教育相談・進路相談」「日本語指導支援スタッフによる日本語指導」という３つの機能を備え、アウ

トリーチ型の支援を行う拠点です。 

 

基本的生活習慣 

生活習慣のうち、主に食事、排せつ、睡眠、着脱衣に関するものをいいます。 

 

言語活用科 

論理的・批判的思考力やコミュニケーション能力を身につけ、グローバル化する社会で活躍できる

児童生徒の育成をめざし設定した松戸市独自の教科。文部科学省の「教育課程特例校」の指定を受

け、松戸市では平成23年度から段階的に実践しており、「英語分野」と「日本語分野」の2本の柱に

より構成されています。 
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子育てコーディネーター 

おやこDE広場や子育て支援センターで、子育ての悩みや相談を受け、地域の子育て支援施設や専門

機関につなぐ支援を行う者をいいます。 

 

子育て支援センター 

就学前児童を対象に、無料開放されている屋内の遊び場のことです。保育園で実施しています。保

護者の相談や交流の場としての機能も持ちます。 

 

子育て短期支援事業  

保護者の疾病等の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合等に

ついて、児童養護施設等において一定期間、養育・保護を行う事業のことです。短期入所生活援助

事業（ショートステイ事業）と夜間養護等事業（トワイライトステイ事業）があります。 

 

子ども家庭総合支援拠点 

市町村が、児童等に関する支援（実情の把握、情報提供、調査、指導、関係機関との連絡調整）を

一体的に担うための機能を有する拠点。平成28年改正児童福祉法において、当該支援拠点の整備が

市町村の努力義務となりました。（児童福祉法第10条の2） 

 

こども館 

地域の子どもたち、子育て中の方が「安心して、楽しくすごすことができる場」「出会い・ふれあう

場」「体験の場」として、自由に利用できる施設。児童館的機能を備えています。 

 

子ども食堂 

子どもたちの食の支援、居場所の支援等を目的に、市民団体などが無料または低額で食事を提供す

るボランティア活動またはその場所をいいます。食事の提供だけでなく、子どもの学習支援や居場

所提供等を併せて行っている子ども食堂もあります。 

 

子ども発達センター 

就学前の子どもの発達に関する心配事を心理発達相談員等が相談に応じている施設です。 

 

 

【さ行】 

実費徴収に係る補足給付を行う事業 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払うべき日用品

や文房具等に要する費用等の一部及び施設等利用給付の保護者に対する給食副食費の一部を助成

する事業のことです 

 

児童館 

子どもたちに健全で楽しい遊びを提供するための施設。地域の子どもたちが自由にきて遊び、大人

（児童厚生員）とのかかわりのなかで季節に応じた行事に参加するなど、さまざまな活動をしてい

ます。児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設の1つです。  
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児童虐待 

保護者などが児童に対し、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待を行うことです。 

 

児童相談所 

子どもに関する相談に応じ、子どもが心身ともに健やかに育つことができるよう子どもや家庭を援

助する機関です。都道府県と政令指定都市に設置が義務付けられ、中核市や特別区等も設置するこ

とができます。 

 

児童の権利に関する条約 

18歳未満を「児童」と定義し、国際人権規約において定められている基本的人権を、その生存、成

長、発達の過程で特別な保護と援助を必要とする子どもの視点から詳説し、児童の人権の尊重及び

確保の観点から必要となる詳細かつ具体的な事項を規定したものです。1989年の第44回国連総

会において採択され、1990年に発効となりました。本は1994年に批准しました。 

 

児童扶養手当 

父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成されるひとり親家庭等の

生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。 

 

就職氷河期 

日本のバブル経済崩壊後、大規模な就職難が社会問題となった時期。特に、平成5年（1993）ごろ

から平成17年（2005）ごろまでを指します。長期的な景気の冷え込みを氷河期（氷期）にたとえ

たものです。 

 

重層的支援体制整備事業 

既存の介護、障害、子ども、生活困窮の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の複雑・複合化

した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、相談支援、参加支援、地域づくりに

向けた支援を一体的に実施するもの。 

 

社会福祉協議会 

社会福祉法第109条に位置付けられた社会福祉法人。住民が安心して暮らせる福祉コミュニティづ

くりと地域福祉の推進を目的として、市民の協力によって運営されています。 

 

就学援助 

経済的な理由により就学が困難な子どもたちの保護者に対して、援助を行い、子どもたちが等しく

義務教育を受けることができるようにするための制度。 

 

住宅確保要配慮者 

住宅セーフティネット制度の対象となる要配慮者は、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育

て世帯（子どもが高校生相当以下）、その他住宅の確保に特に配慮を要する者です。 

 

ジョイントワーク松戸 

松戸市役所内に設置されたハローワークの出先機関。生活保護受給者、住宅支援給付受給者、児童

扶養手当受給者等を対象に、福祉と連携した就労支援を行っています。  
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スクールカウンセラー 

子どもの心のケアを行う専門家。児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有しま

す。 

 

スクールソーシャルワーカー 

子どもが置かれた環境（家庭、友人関係等）への働き掛けを行う専門家。教育分野に関する知識に

加えて、社会福祉等の専門的な知識や経験を有します。 

 

生活困窮者自立支援事業 

自立相談支援事業、住居確保給付金の支給、就労準備支援事業など専門の支援員が相談者に寄り添

いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。 

 

生活福祉資金貸付 

所得が一定水準以下の世帯等を対象とした、低利または無利子の資金貸付です。 

 

生活保護 

病気や失業などのため、生活費や医療費等に困り、ほかに方法がないときは一定の条件により、援

助が受けられる制度です。 

 

【た行】 

多世代まるごと居場所づくり 

地域の中での孤立を防止し、社会のつながりづくりのため、多世代が活用できる居場所づくりを、

行政、地域団体、ＮＰＯ等が連携しながら推進します。 

 

地域子育て支援拠点 

事業地域の身近な場所で乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについて

の相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業のことです。松戸市では「おやこDE広場」と「子

育て支援センター」が地域子育て支援拠点です。 

 

適応指導教室 

不登校の児童・生徒を対象に、学校復帰を目指して支援を行う教室です。 

 

特別支援教育 

障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼

児児童生徒一人ひとりの教育的二ーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善

又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う教育です。 

 

【な行】 

認定こども園 

教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育園の機能や特徴を併せ持つほか、認定こども園法

に基づく地域の子育て支援を行う施設です。認定こども園は保護者の就労状況に関わらず利用する

ことができます。 
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乳児家庭全戸訪問 

生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把

握を行う事業のことです。 

 

認可外保育施設 

認可外保育施設は、乳児や幼児を保育することを目的とする施設であって認可保育所ではない施設

のことを総称するもので、その運営は各施設において独自に行われているため、設備や保育の内容

などについては、施設ごとに異なります。 

 

妊婦健康診査 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、健康状態の把握、検査計測、

保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に、必要に応じた医学的検査を実施する事業のこ

とです。 

 

年少人口 

0歳から14歳までの人口です。 

 

【は行】 

ファミリー・サポート・センター事業 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受ける

ことを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う

事業のことです。 

 

病児・病後児保育 

地域の児童を対象に当該児童が発熱等の急な病気となった場合、病院・保育所等に付設された専用

スペースにおいて看護師等が保育する事業、及び保育中に体調不良となった児童を保育所の医務室

等において看護師等が緊急的な対応等を行う事業です。 

 

ひとり親家庭 

母子家庭及び父子家庭のことをいいます。 

 

フッ化物洗口 

永久歯のむし歯予防を目的に一定の濃度のフッ化ナトリウムを含む溶液で1分間ぶくぶくうがいを

する方法です。 

 

放課後ＫＩＤＳルーム事業 

全ての小学生を対象として、放課後において学校の図書館などで、学習や様々な体験、文化活動等

を行い、子どもたちの居場所を提供する取組です。 
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放課後児童クラブ事業 

保護者が就労等の理由で昼間家庭にいない小学生の児童を放課後に預かり、健全な育成を行う事業

です。児童福祉法第6条の3第2項において、放課後児童健全育成事業として定められている事業で、

社会福祉法では第二種社会福祉事業の1つとされています。 

 

【ま行】 

松戸市基幹相談センター 

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、身体・知的・精神障がいのある人の相談

支援に関する業務を総合的に行うことを目的とする機関。 

 

松戸市子ども総合計画 

松戸市総合計画の分野別計画として位置づけられ、子ども・子育て支援法に基づく事業計画、並び

に松戸市次世代育成支援行動計画を継承した子ども・子育て支援の総合計画。第２期松戸市子ども

総合計画を令和２年度から６年度までの5年間を計画期間として定めている。 

 

松戸市自立相談支援センター 

経済的に困窮するおそれのある人の総合相談窓口。生活困窮者自立支援制度全体の相談窓口であり、

専門の相談支援員が常駐しています。 

 

まつど地域若者サポートステーション 

働くことに悩みのある15歳から39歳までの若者の職業的自立をはかるための支援機関。個人面談

や就職に向けたスキルアッププログラム、職業体験、ボランティアなど様々なメニューを提供し、

就職や進学に向けた支援を行っています。厚生労働省の委託事業として松戸市に開設しています。 

 

民生委員・児童委員 

民生委員法に基づき厚生労働大臣の委嘱を受けた福祉のボランティアです。様々な支援を必要とす

る住民の相談に応じて、福祉の制度やサービスについて情報提供を行い、住民と関係機関とをつな

ぐパイプ役を担うとともに、関係機関と連携し、地域福祉の増進に努めています。また、すべての

民生委員は児童委員を兼ねており、主任児童委員と連携し、子育て支援等の児童福祉の向上にも努

めています。 

 

【や行】 

幼稚園の預かり保育 

幼稚園において通常の教育時間の前後や休業日などに在園児の希望者を対象に行う教育活動のこ

とです。 

 

【ら行】 

利用者支援事業 

子どもまたはその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報を提供

し、必要に応じて相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業のことで

す。 
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